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簿

　

と

　

木

　

簡
中　

―
正
倉
院
文
書
の
帳
簿

・
継
文
と
木
簡
―

本
稿
で
は
、
律
令
制
諸
官
司
で
の
種
々
の
記
録
に
用
い
ら
れ
た
木
簡
の
機
能

分
析
の
た
め
の
試
行
的
作
業
を
行
な
っ
て
み
た
い
。
木
簡
は
、
そ
の
内
容
か
ら
、

①
広
義
の
文
書
木
簡
、
②
付
札
、
③
そ
の
他

（習
書

・
落
書
等
）
に
分
類
さ
れ
、

①
広
義
の
文
書
木
簡
は
、
ａ
書
式
上
何
ら
か
の
形
で
授
受
関
係
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
も
の

（狭
義
の
文
書
木
簡
）
と
、
ｂ
文
書
の
授
受
関
係
が
明
記
さ
れ
て

い
な
い
帳
簿

・
記
録
に
類
す
る
も
の
に
分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

上
記
ｂ
に
当
た
る
木
簡
を
主
た
る
対
象
と
し
、
ａ
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
て

（
２
）

触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

木
簡
の
機
能
分
析
は
、
諸
官
司
に
お
け
る
文
書

・
記
録
を
用
い
た
政
務
処
理

の
実
態
解
明
に
つ
な
が
る
課
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
文
書
処
理
の
解

明
が
木
街
の
検
討
を
行
な
う
際
の
前
提
と
な
る
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ

の
問
題
は
、
木
簡
研
究
が
開
始
さ
れ
た
当
初
か
ら
そ
の
中
心
的
課
題
の
一
つ
で

あ
っ
た
。
そ
の
成
果
の
一
つ
一
つ
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
広
義
の
文

山

口

英

男

書
木
簡
に
つ
い
て
、
人
や
も
の
の
移
動
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
機
能
分

類
を
試
み
ら
れ
た
横
田
拓
実
氏
が
、
本
来
的
に
移
動
と
い
う
こ
と
の
起
り
得
な

い
木
簡
と
し
て
出
納
記
録
と
い
う
分
類
を
立
て
ら
れ
て
お
崎
）
本
稿
の
立
場
か

ら
注
目
さ
れ
る
。
近
年
で
は
、
長
屋
王
家
木
簡

・
二
条
大
路
木
簡
の
発
見
が
、

文
書
木
簡

・
記
録
木
簡
に
関
す
る
新
た
な
研
究
の
展
開
を
う
な
が
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
諸
官
司
に
お
け
る
文
書
処
理
に
お
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

紙
に
書
か
れ
た
文
書

・
記
録
も
大
量
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
木
簡
が
当
時
の
官

司
で
用
い
ら
れ
た
文
書

・
記
録
の
実
物
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
奈
良
時
代
に
用

い
ら
れ
た
紙
の
文
書

・
記
録
の
実
物
が
正
倉
院
文
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

文
書
木
簡

・
記
録
木
簡
の
分
析
に
お
い
て
は
、　
一
方
で
正
倉
院
文
書
の
検
討
成

果
と
の
照
合
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
点
で
も
、
従
来
か
ら
優
れ
た
成
果
が
上
げ

ら
れ
て
い
祈
．
た
だ
ヽ
正
倉
院
文
書
研
究
、
そ
の
中
で
も
写
経
所
文
書
の
検
討

は
、
近
年
急
速
に
進
展
し
た
分
野
で
あ
祈
暗
そ
こ
に
お
い
て
は
、
個
別
の
写
経

事
業
ご
と
の
文
書

・
帳
簿
の
整
理
が
行
な
わ
れ
る
と
と
も
に
、
古
代
文
書
論
全

般
の
見
直
し
に
つ
な
が
る
成
果
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
諸
官
司
で
の
記
録
の
あ
（
７
）

り
方
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
大
平
聡
氏
に
よ
る
帳
簿
論
の
提
唱
と
そ
の
展
開
、

イま

じ

め

に



杉
本

一
樹
氏
に
よ
る

「仕
事
指
向
」
の
観
点
か
ら
の
古
代
古
文
書
学
再
検
討
の

提
唱
等
が
注
目
さ
れ
る
。
筆
者
も
、
正
倉
院
文
書
の
中
に
見
ら
れ
る

「継
文
」

に
注
目
し
、
写
経
所
に
お
け
る
記
録
の
あ
り
方
を
整
理
す
る
機
会
が
あ
つ
柄
．

さ
て
、
こ
う
し
た
正
倉
院
文
書
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
諸
官
司
で
の
記
録
の
あ

り
方
と
、
従
来
示
さ
れ
て
い
る
文
書
木
簡

。
記
録
木
簡
の
機
能

。
用
途
の
理
解

と
を
照
合
さ
せ
て
み
る
と
、　
一
部
に
必
ず
し
も
整
合
的
で
な
い
部
分
が
見
受
け

ら
れ
る
。
こ
の
点
の
整
理
を
行
な
う
こ
と
が
、
本
稿
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
。

近
年
の
学
界
状
況
と
し
て
、
木
簡
研
究
に
お
い
て
は
長
屋
王
家
木
簡

・
三
条
大

路
木
簡
の
検
討
が
本
格
化
し
て
以
来
、
ま
た
正
倉
院
文
書
研
究
に
お
い
て
は
写

経
所
文
書
の
検
討
が
中
心
的
動
向
と
な
っ
て
以
来
、
各
々
の
研
究
は
極
め
て
精

緻
か
つ
高
度
な
水
準
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
双

方
の
精
緻
さ
ゆ
え
に
、
両
者
の
研
究
が
交
錯
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
相
互
が

複
雑
に
絡
み
合
わ
な
い
範
囲
で
の
考
察
に
留
ま
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
打
開
に
僅
か
な
り
と
も
寄
与
す
る
点
が
あ
れ
ば
と
い

う
思
い
か
ら
、
あ
え
て
粗
雑
な
問
題
提
起
を
試
み
る
次
第
で
あ
る
。
以
下
、
個

別
事
例
の
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
体
系
化
に
は
遠
く
及
ば
な
い
内
容
と
な
る
点
、

あ
ら
か
じ
め
諸
賢
の
寛
恕
を
乞
い
た
い
。

一　

正
倉
院
文
書

の
帳
簿

・
継
文

１
　
写
経
所
の
帳
簿
と
継
文

は
じ
め
に
、
正
倉
院
文
書
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
記
録
の
様
相
に
つ
い
て
、
本

稿
と
関
わ
る
点
に
限
つ
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
写
経
所
で
作
成
さ
れ
た

帳
簿
と
し
て
は
、
物
品
の
収
納
記
録
、
出
用
記
録
、
収
納
と
出
用
双
方
を
記
載

し
た
出
納
記
録
、
食
料
の
請
求
に
か
か
わ
る
食
回
の
記
録
、
物
品
の
所
在
記
録
、

作
業
記
録
な
ど
、
様
々
な
内
容
の
も
の
が
見
ら
れ
稿
．
ま
た
、
記
録
の
機
能
を

持

っ
て
い
る
の
は
、
授
受
関
係
を
持
た
な
い
い
わ
ゆ
る
帳
簿
だ
け
で
は
な
く
、

発
信
者

・
受
信
者
の
授
受
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
文
書
も
、
後
次
的
に
記
録
の

役
割
を
果
た
す
場
合
が
あ
る
。
そ
の
実
例
と
な
る
の
が
い
わ
ゆ
る
継
文
の
形
態

で
あ
る
。

継
文
と
は
、
複
数
の
文
書
を
貼
り
継
ぎ
な
い
し
書
き
継
ぎ
に
よ
つ
て
連
貼
し

た
形
態
で
あ
続
呼
継
文
の
内
容
は
、
①
も
の
や
人
の
移
動
に
伴
う
文
書
の
継
文
、

②
も
の
や
人
の
移
動
を
う
な
が
す
文
書
の
継
文
、
③
も
の
や
人
の
移
動
の
結
果

を
報
告
す
る
文
書
の
継
文
、
①
上
記
三
者
の
混
在
す
る
継
文
と
い
っ
た
形
に
分

類
で
き
る
。
文
書
を
集
合
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
帳
簿
と
同
じ
様
に
記
録
と

し
て
の
利
用
が
可
能
と
な
る
の
が
、
継
文
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、

物
品
等
の
請
求
文
書
を
貼
り
継
い
で
継
文
と
し
、
そ
こ
に
収
納

。
出
用

・
返
納

等
の
注
記

・
追
記
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
継
文
は
出
納
台
帳
と
し
て



帳簿と木簡

の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
る
。
継
文
を
作
成

・
編
成
す
る
こ
と
が
、
帳
簿
の
作

成
と
類
似
の
行
為
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
文
書
の
筆
記
を
行
な
う
場
合
で
も
、

当
初
か
ら
継
文
に
編
成
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
台
帳
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を

意
図
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
帳
簿
の
作
成
と
何
ら
異
な
る
こ
と
の
な

い
行
為
と
い
え
る
①
こ
う
し
た
事
例
に
お
い
て
は
、
文
書
か
帳
簿
か
と
い
う
違

い
は
、
相
対
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

継
文
に
関
し
て
は
、
そ
の
編
成
主
体
と
、
編
成
さ
れ
る
文
書
の
発
信
者

・
受

信
者
と
の
関
係
に
も
注
目
で
き
る
。
継
文
の
編
成
に
は
、
大
別
し
て
次
の
三
つ

の
場
合
が
あ
る
。
第

一
は
、
発
信
者
が
継
文
の
編
成
主
体
で
あ
る
場
合
、
第
二

は
、
受
信
者
が
編
成
主
体
で
あ
る
場
合
、
第
三
は
、
発
信
文
書
と
受
信
文
書
の

混
在
し
た
継
文
が
編
成
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
第

一
と
第
三
の
場
合

で
は
、
発
信
者
が
自
ら
の
発
信
文
書
を
継
文
に
編
成
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
継
文
に
編
成
さ
れ
る
発
信
文
書

（個
体
と
し

て
の
文
罰
一
は
、　
一
旦
発
信
者
か
ら
受
信
者
の
も
と
へ
送
達
さ
れ
、
そ
の
後
何

ら
か
の
必
要
か
ら
再
び
発
信
者
の
も
と
に
回
帰
し
た
文
書
個
体
で
あ
る
か
、
さ

も
な
け
れ
ば
、
受
信
者
に
送
達
さ
れ
た
個
体
と
は
別
に
作
成
さ
れ
た
文
書
個
体

（
‐３
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
者
の
実
例
も
存
在
す
る
が
、
多
く
は
後
者
の
事
例
で

あ
る
。
前
者
の
発
信
者
に
回
帰
す
る
文
書
と
は
、
い
わ
ゆ
る

「移
動
す
る
」
文

書
に
他
な
ら
な
い
。
「移
動
す
る
」
文
書
と
い
う
視
点
は
、
廃
棄
場
所
す
な
わ

ち
出
土
場
所
を
常
に
念
頭
に
置
く
必
要
の
あ
る
木
簡
研
究
に
お
い
て
重
視
さ
れ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
正
倉
院
文
書
の
中
の

「移
動
す
る
」
文
書
の
解
明
は
、

そ
の
意
味
で
木
簡
研
究
に
導
か
れ
た
成
果
で
も
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、

後
者
の
い
わ
ば

「移
動
し
な
い
」
文
書
の
方
に
注
目
し
た
い
。
「移
動
し
な
い
」

文
書
と
は
、
発
信
者
の
も
と
に
置
か
れ
た
ま
ま
受
信
者
に
送
達
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
文
書
個
体
と
い
え
続
¨
写
経
所
文
書
の
様
相
か
ら
判
断
す
る
と
、
当
時
の

諸
官
司
等
に
お
い
て
こ
う
し
た

「移
動
し
な
い
」
文
書
個
体
の
存
在
は
か
な
り

一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

「移
動
し
な
い
」
文
書
個
体
は
、
発
信
者
の
も
と
に
保
管
さ
れ
た
後
、
廃
棄

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
正
倉
院
文
書
の
場
合
、
そ
の
伝
来
か
ら
い
っ
て
、
写
経

所
の
発
信
文
書
を
保
管

（廃
棄
）
し
て
い
た
の
が
写
経
所
で
あ
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
発
信
者
と
保
管

（廃
棄
）
者
が
同

一
主
体
で
あ
る
こ
と
の
判
定
に
特
に
問

題
は
生
じ
な
い
。
と
こ
ろ
が
木
簡
に
あ
っ
て
は
、
出
土
地
点
の
性
格
が
明
ら
か

で
な
い
こ
と
が
普
通
で
あ
り
、
発
信
側

・
受
信
側
の
い
ず
れ
で
保
管
さ
れ
廃
棄

さ
れ
た
も
の
か
と
い
う
問
題
自
体
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「移

動
し
な
い
」
文
書
個
体
を
見
分
け
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
。
し
か
し
、
写
経

所
文
書
の
あ
り
方
か
ら
見
て
、
発
信
者
か
ら

「移
動
し
な
い
」
文
書
が
、
木
簡

に
お
い
て
も
か
な
り
の
割
合
で
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
念
頭
に
置
か
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

も
う

一
つ
、
写
経
所
文
書
の
継
文
の
内
容
か
ら
留
意
さ
れ
る
点
と
し
て
、
文

書

。
記
録
処
理
の
実
務
に
は
、
定
型
的
部
分
と
と
も
に
多
様
性
が
混
在
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
写
経
所
に
お
い
て
は
、
写
経
に
伴
う
様
々
な

物
品
の
請
求

・
収
納

・
出
用
や
、
作
業
の
管
理

・
報
告
が
不
断
に
行
な
わ
れ
て



お
り
、
機
能

・
内
容
の
上
で
共
通
す
る
各
種
の
書
類
が
、
時
期
の
違
い
、
写
経

事
業
の
違
い
を
越
え
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
な
す
べ
き

「仕
事
」
が

共
通
す
る
た
め
に
生
じ
る
定
型
的
部
分
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し

一

方
で
、
そ
れ
ら
の
書
類
の
個
別
の
作
成
手
法
を
見
る
と
、
そ
の
都
度
か
な
り
の

ば
ら
つ
き
も
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
写
経
の
た
め
の
本
経
の
貸
借

。
出
納
に

関
す
る

「奉
請
文
」
と
称
さ
れ
る
文
書
の
継
文
に
お
い
て
は
、
相
手
先
か
ら
の

本
経
の
送
付
請
求
文
書
を
継
文
と
し
て
貸
借

・
出
納
の
台
帳
に
利
用
す
る
場
合

が
あ
り
、
あ
る
い
は
本
経
送
付
先
か
ら
の
返
抄
の
継
文
や
、
相
手
先
へ
の
本
経

の
送
り
状
の
継
文
が
同
様
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

継
文
の
中
に
は
、
単
独
文
書
を
貼
り
継
ぐ
様
態
と
、
文
書
を
書
き
継
ぐ
様
態
と

が
混
在
す
る
事
例
が
見
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
あ
る
部
分
は
文
書
の
貼
継
で
あ

る
が
、
あ
る
部
分
で
は
日
付
を
お
つ
て
書
き
込
ま
れ
る
日
次
式
の
帳
簿
形
式
の

記
載
と
な
っ
て
い
る
継
文
も
存
在
す
る
。
い
わ
ば
、
実
務
の
末
端
に
お
い
て
は
、

形
式
を
整
え
る
こ
と
よ
り
も
、
文
書

・
記
録
処
理
の
個
別
の
目
的
に
即
し
て
、

文
書

・
記
録
の
種
類

・
形
式
等
の
ば
ら
つ
き
を
許
容
し
う
る
手
法
が
工
夫
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
紙
か
木
簡
か
と
い
っ
た
記
料
の
違
い
や
、

日
頭
か
文
書
か
と
い
つ
た
情
報
の
伝
達
方
法
の
違
い
も
、
そ
う
し
た
ば
ら
つ
き

の
一
種
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
物
品
の

移
動
に
伴

っ
て
ヽ
請
求
文
書

・
送
り
状

・
返
抄

。
出
用
記
録

・
収
納
記
録

。
事

後
報
告
と
い
つ
た
文
書

・
記
録
の
全
て
が
常
に
作
成
さ
れ
保
管
さ
れ
る
と
い
う

よ
う
な
杓
子
定
規
な
運
用
が
、
実
務
の
末
端
で
実
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
考
え

に
く
い
。
こ
の
点
、
木
簡
の
検
討
に
お
い
て
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

２
　
正
倉
院
伝
世
木
簡
と
写
経
所
文
書

木
簡
を
用
い
た
記
録
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
紙
に
書
か
れ
た
文
書

・
記
録
と

の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
正
倉
院
伝
世
木
簡
の
例

が
知
ら
れ
て
い
続
呼
著
名
な
事
例
と
し
て

〔史
料
転
叶
東
大
寺
写
経
所
法
花
経

疏
奉
請
文

（案
）
を
取
り
上
げ
る
と
、
本
木
簡
と
類
似
す
る
記
載
は
、
正
倉
院

文
書
の
奉
請
文
の
中
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
文
書
と
解
す
べ

き
記
述
形
式
を
備
え
て
い
る
が
、
用
途
か
ら
い
え
ば
、
経
典
貸
し
出
し
に
関
す

る
記
録
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

〔史
料
２
〕
東
大
寺
写
経
所
華
厳
経
奉
請
文

（案
）
は
、
〔史
料
１
〕
と
ほ
ぼ

同
じ
形
式
の
文
書
を
何
通
も
書
き
継
い
で
作
成
さ
れ
た
継
文
で
あ
り
、
経
典
の

出
用
記
録
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
か
ら
考
え
て
も
、

〔史
料
１
〕
は
、
発
信
者
の
も
と
に
置
か
れ
た
ま
ま
受
信
者
に
送
達
さ
れ
る
こ

と
の
な
か
っ
た

「移
動
し
な
い
」
文
書
個
体
の
実
例
と
い
え
よ
う
。
〔史
料
１
〕

の
よ
う
な
文
書
個
体
の
記
述
情
報
を
転
記
す
る
こ
と
で

〔史
料
２
〕
の
よ
う
な

記
録
と
し
て
の
継
文
が
作
成
さ
れ
た
考
え
ら
れ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

〔史
料
１
〕
の
よ
う
な
文
書
個
体
の
集
合
は
、
【
史
料
２
〕
の
よ
う
な
継
文
と

記
述
情
報
の
点
で
同

一
の
内
容
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

〔史
料
３
〕
経
典
奉
請
文
は
、
写
経
所
に
お
け
る
経
典
の
貸
出
に
関
す
る
出



帳簿と木簡

納
記
録
と
し
て
作
成
さ
れ
た
継
文
で
あ
る
。
写
経
所
に
対
す
る
経
典
の
借
用
依

頼
状
が
主
と
し
て
貼
り
継
が
れ
て
い
る
が
、
な
か
に
は
造
東
大
寺
司
か
ら
の
経

典
の
送
り
状
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
受
信
文
書
と
発
信
文
書
が
混
在
し
て
い

る
。
掲
出
し
た
部
分
に
は
、
①
造
東
大
寺
司
奉
請
文

（天
平
勝
宝
三
年
五
月
二
十

二
日
）、
②
龍
蓋
寺
三
綱
牒

（同
八
月
一
日
）、
③
造
東
大
寺
司
写
経
所
奉
請
文

（案
）
（同
七
月
六
日
）
２

二
通
の
文
書
が
貼
り
継
ぎ
な
い
し
書
き
継
ぎ
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
継
文
は
、
お
お
む
ね
右
か
ら
左

へ
日
付
を
追
う
形
で
編
成
さ
れ
て

い
る
が
、
掲
出
部
分
は
日
付
順
に
乱
れ
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
と
、

①
は
造
東
大
寺
司
か
ら
紫
微
中
台
へ
送
ら
れ
た
経
典
の
送
り
状
で
、　
一
旦
紫
微

中
台
へ
送
達
さ
れ
、
そ
こ
で
経
典
の
収
納
の
注
記
が
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
七
月

三
十
日
付
の
経
典
の
返
送
文
が
書
き
加
え
ら
れ
て
、
経
典
と
と
も
に
発
信
側
ヘ

回
帰
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
①
の
文
書
個
体
が
継
文
に
貼
り
継
が

れ
た
の
は
、
当
初
の
文
書
の
日
付
で
あ
る
二
月
二
十
二
日
で
は
な
く
、
返
送
文

の
日
付
で
あ
る
七
月
三
十
日
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
①
は
、
写
経

所
が
発
信
し
た
七
月
六
日
付
の
経
典
の
送
り
状
の
案
文
で
、
末
尾
に
返
送
さ
れ

た
経
典
の
収
納
を
示
す
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
七
月
三
十
日
付
の

文
書
の
正
文
で
あ
る
②
の
余
白
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
実
際
に
こ
こ
に

書
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
七
月
三
十
日
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
③
は
、

七
月
末
な
い
し
八
月
初
め
に
当
該
経
典
が
写
経
所
に
返
送
さ
れ
て
き
た
時
点
で
、

継
文
に
編
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
考
え
た
場
合
、
③
を
継
文
に
編
成
す
る
際
に
、
文
書
個
体
を
貼
り
継
ぐ

の
で
は
な
く
、
他
の
文
書
の
余
白
に
文
書
の
記
述
情
報
を
書
き
込
む
と
い
う
方

法
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
③
は
も
と
も
と
木
簡
に
書
か
れ
た
文

書
で
あ
り
、
そ
れ
を
転
写
し
て
継
文
に
編
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
。

③
の
内
容

・
形
式
が
、
〔
史
料
１
〕
の
木
簡
の
記
述
と
ほ
ぼ
類
似
す
る
こ
と
も
、

こ
う
し
た
推
測
を
裏
づ
け
る
と
思
わ
れ
る
。
〔史
料
１
〕
は
、
そ
の
長
さ

。
幅

が
経
巻
の
軸
や
経
峡
の
幅
と

一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
貸
出
中
の
経
巻
の
代
本
板

（留
守
居
札
）
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
続
¨
経
巻

返
却
後
に
継
文
に
編
成
さ
れ
て
い
る
①
の
あ
り
方
は
、
こ
の
想
定
と
も
整
合
的

に
理
解
で
き
る
。
〔
史
料
３
〕
は
、
木
簡
の
文
書

・
記
録
と
紙
の
文
書

・
記
録

が
並
行
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
実
務
の
状
況
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
と
い
え
そ

う
で
あ
る
。

木
簡
の
記
述
を
転
写
し
て
紙
の
文
書

・
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

正
倉
院
文
書
の
銭
用
帳
、
雑
物
納
帳
、
用
帳
等
に
も
事
例
が
存
在
す
続
呼
「板

写
公
文
未
了
」
「板
写
公
文
読
合
井
経
所
食
口
抜
出
」
等
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

作
業
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
既
に
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
点
、

あ
ら
た
め
て
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
記
録
に
用
い

ら
れ
る
木
簡
に
つ
い
て
は
、
よ
り
積
極
的
に
紙
の
文
書

・
記
録
の
あ
り
方
に
引

き
つ
け
た
検
討
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

３
　
食
料
等
の
授
受
に
関
す
る
継
文
と
帳
簿

食
料
及
び
物
品
の
授
受
に
関
す
る
文
書

・
記
録
は
、
写
経
所
文
書
の
中
で

一



定
の
部
分
を
占
め
、
そ
の
様
相
を
比
較
的
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
記
録

木
簡
に
お
い
て
も
、
食
料

。
物
品
授
受
関
係
の
内
容
を
持
つ
も
の
は
数
多
い
。

紙
と
木
簡
双
方
の
文
書

・
記
録
を
対
照
さ
せ
て
検
討
す
る
上
で
は
格
好
の
フ

ィ
ー
ル
ド
で
あ
り
、
本
稿
で
の
検
討
の
主
た
る
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と

と
し
た
い
。

そ
こ
で
ま
ず
、
紙
の
文
書

・
記
録
の
あ
り
方
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

食
料
の
授
受
に
お
い
て
は
、
ま
ず
支
給
請
求
文
書
が
作
成
さ
れ
る
。
延
喜
太
政

官
式
に
よ
れ
ば
、
月
料

・
要
劇
料

。
大
根
の
支
給
請
求
は
月
毎
に
提
出
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
翌
月

（来
た
る
月
）
の
分
の
事
前
請
求
と
、
前
月

（過
ぎ

た
月
）
の
分
の
事
後
請
求
の
方
式
が
見
ら
れ
る
。
正
倉
院
文
書
の
い
わ
ゆ
る
大

根
申
請
文
書

（大
根
継
文
）
や
、
写
経
所
の
根
米
申
請
文
書
で
は
、
翌
月
分
の

請
求
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

〔史
料
４
〕
写
経
司
受
月
食
案
文
は
、
写
経
所
が
造
東
大
寺
司
に
提
出
し
た

月
食
の
支
給
請
求
文
書
と
決
算
報
告
文
書
の
継
文
で
あ
る
。
月
末
な
い
し
月
初

め
に
、
来
た
る
月
の
分
の
支
給
請
求
と
過
ぎ
た
月
の
分
の
決
算
報
告
と
が
出
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
掲
出
部
分
は
、
天
平
十

一
年
人
月
分
の
支
給
請
求

と
決
算
報
告
で
あ
る
。
支
給
請
求
文
書
は
、
そ
の
月
の
作
業
従
事
者
数
、
品
目

別
の
請
求
合
計
量
、
内
訳
と
し
て
の
作
業
別
の
従
事
者
数
、
品
目
別
請
求
量
か

ら
構
成
さ
れ
る
。
請
求
量
は
、
内
訳
部
分
に
記
載
の
あ
る

一
人

一
日
分
の
必
要

量
に
人
数
と
日
数

（＞こ
の
月
は
二
十
九
日
）
を
乗
じ
た
も
の
で
あ
る
。
決
算
報
告

文
書
は
、
お
お
む
ね
食
米
の
決
算
報
告
の
記
載
と
、
食
回
数
の
記
載
か
ら
な
る
。

食
米
の
決
算
部
分
で
は
、
「受
米

（惣
受
米
こ

（支
給
請
求
文
書
の
請
求
合
計
量
）

か
ら

「欠
米

（計
欠
米
こ

（収
納
不
足
分
な
い
し
未
収
納
分
）
を
差
し
引
い
た
も
の

が

「定
米
」
（実
際
の
収
納
皇も

と
な
り
、
そ
こ
か
ら

「用
米
」
を
差
し
引
い
た

の
が

「残
米
」
で
あ
る
。
「用
米
」
は
、
後
に
掲
げ
る

「見
食
口
」
に
支
給
す

べ
き
食
米
の
総
量
に
相
当
す
る
。
食
回
数
の
記
載
は
、
「見
食
口
」
（実
際
に
食

料
の
支
給
を
要
し
た
人
数
、
人
。
日
単
位
）
と

「不
食
口
」
（実
際
に
は
食
料
の
支
給

を
要
し
な
か
っ
た
人
数
、
人
。
日
単
位
）
か
ら
な
り
、
「見
食
口
」
と

「不
食
口
」

の
合
計

（「惣
単
食

（惣
単
食
口
）も

は
、
支
給
請
求
文
書
で
の
作
業
従
事
者
数

に
そ
の
月
の
日
数
を
乗
じ
た
も
の
に
相
当
す
る
。

〔史
料
４
〕
に
よ
れ
ば
、
写
経
所
で
必
要
と
な
る
食
料
の
請
求
に
は
、　
一
定

期
間

（＞」
＞」
で
は
一
月
）
ご
と
に
予
定
量
を
請
求
し
、
事
後
に
決
算
報
告
を
提

出
し
て
、
収
納
Ｅ
と
実
際
に
必
要
と
し
た
量
を
清
算
す
る
方
式
が
存
在
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
「惣
受
米
」
（請
求
皇も
、
「用
米
」
（実
際
に
必
要
と
し
た

量
）、
「定
米
」
（実
際
に
収
納
し
た
量
）
が

一
致
し
て
い
な
い
こ
と
も
注
意
さ
れ

る
。
た
だ
、
〔史
料
４
〕
か
ら
は
、
食
料
収
納
の
実
際
や
、
収
納
し
た
食
料
の

出
用
の
方
法
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。

写
経
所
に
お
け
る
食
料
の
請
求

。
収
納

・
出
用
に
関
わ
る
文
書

・
記
録
と
し

て
は
、
い
わ
ゆ
る
食
口
案
が
存
在
す
る
。
食
口
案
に
は
、
月
毎
の
食
口
を
報
告

す
る
文
書
と
、
日
毎
の
食
口
を
記
録
し
た
帳
簿
と
の
二
種
類
が
あ
栃
呼
い
ず
れ

も
当
時
の
呼
称
と
し
て

「食
口
莱
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
両
者
の

区
別
の
た
め
に
、
月
毎
の
食
口
報
告
を
月
別
食
口
文
、
日
毎
の
食
口
記
録
を
日
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毎
食
口
帳
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。
月
別
食
口
文
は
、
月
初
め
な
い
し
月
末
に
、

過
ぎ
た
月
の
食
口
数
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
続
¨
事
後
の
報
告
で
食
回
数
を
記

載
す
る
点
で
、
〔史
料
４
〕
受
月
食
案
文
の
決
算
報
告
文
書
の
中
の
食
口
数
記

載
に
相
当
す
る
内
容
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
食
米
の
量
に
関
す
る
記
載
は
ほ
と

ん
ど
な
く
、
「返
上
飯
」
の
記
載
が

一
部
に
見
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
毎
食
回
帳
は
、
日
を
お
っ
て
そ
の
日
の
食
口
数
と

「用

米
」
（米
の
必
要
旦も
、
そ
の
内
訳
等
を
記
載
し
た
帳
簿
で
あ
る
。
〔史
料
５
〕
奉

写
灌
頂
経
所
食
口
条
で
は
、
上
記
の
記
載
の
外
、
「散
」
と
し
て
従
事
し
た
作

業
の
詳
細
が
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
さ
ら
に

「請
米

（充
米
と
、
「用
」
、

「残
」
か
ら
な
る
食
米
の
決
算
記
載
が
あ
る
。
「請
米
」
は
、
「先
日
残
」
（前

日
の
残
米
）
に

「今
日
請
」
（そ
の
日
の
収
納
皇３

を
加
え
た
も
の
で
、
そ
の
日
に

所
在
す
る
食
米
の
総
量
に
相
当
す
る
。
「用
」
は
、
そ
の
日
の
食
米
の
必
要
量

で
、
そ
の
日
の
食
口
数
か
ら
算
出
さ
れ
る
食
米
の
量
に
当
た
る
。
な
お
、
こ
の

「用
」
と

「今
日
請
」
の
食
米
量
と
は
必
ず
し
も

一
致
し
て
い
な
い
。
「請
米
」

か
ら

「用
」
を
差
し
引
い
た
額
が

「残
」
（そ
の
日
の
食
米
残
量
）
で
あ
り
、
翌

日
の

「先
日
残
」
と
れ
っ
て
い
る
。
〔
史
料
５
〕
の
こ
う
し
た
日
毎
の
決
算
記

載
の
存
在
か
ら
見
て
、
日
毎
食
口
帳
は
食
米
の
収
納
状
況
と
関
わ
り
を
持
つ
帳

簿
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
日
毎
食
口
帳
に
は
こ
う
し
た
決
算
記
載
の
見
ら
れ
な

い
も
の
が
多
い
が
、
用
米
記
載
の
部
分
に

「欠
米
」
「乗
米
」
等
の
額
が
注
記

さ
れ
て
い
る
例
は
多
頼
）
実
際
の
収
納
量
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
見
て
、
食
米
の
収
納
を
日
毎
に
行
な
う
方
式
が
存

在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
の
収
納
量
は
、
必
ず
し
も
そ
の
日

の
食
回
数
や
、
食
口
数
と
対
応
す
る
用
米
の
量
と
は
合
致
し
て
い
な
い
。

一
方
、
収
納
し
た
食
米
の
出
用
に
関
し
て
は
、
同
じ
日
毎
食
口
帳
の
一
例
で

あ
る

〔史
料
６
〕
奉
写

一
切
経
所
食
口
帳
が
参
考
と
な
る
。
〔
史
料
６
〕
で
は
、

日
毎
に
食
口
数
と
そ
の
内
訳
、
用
米
の
量
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
九
月
分
の
記

載
の
後
に
、
「惣
用
米
五
石

一
升
六
合
」
と
あ
り
、
そ
の
内
訳
を

「見
下
米
四

石
」
、
「未
下
米

一
石

一
升
六
合
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
間
の
用
米

合
計
量
と
、
そ
の
う
ち
の
既
支
出
分
、
未
支
出
分
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
か
ら
考
え
る
と
、
食
米
の
出
用
量
が
用
米
の
量
と

一
致
し
て
い
な
い
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。

こ
こ
で
、
食
口
と
食
米
の
収
納

・
出
用
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
、
食
口

（数
）
と
は
食
料
を
支
給
さ
れ
る
べ
き
職
貝

・
作
業
従
事
者
の
数

（人
。
日
単

位
）
で
あ
り
、
食
回
数
に
基
づ
い
て
食
米
の
必
要
量
が
定
ま
る
「
こ
れ
が
用
米

の
量
で
あ
り
、
食
米
の
請
求
や
決
算
報
告
に
お
い
て
は
こ
の
数
が
基
準
と
な
る
。

食
米
の
収
納

。
出
用
も
、
本
来
は
こ
の
食
口
数
と
用
米
量
の
通
り
に
行
な
わ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
に
は
そ
う
し
た
定
数
通
り
の
出
納
は

行
な
い
難
く
、
実
際
の
食
米
の
収
納

・
出
用
の
量
は
、
食
口
数
と
そ
れ
に
基
づ

く
用
米
量
と
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
形
で
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

こ
に
掲
げ
た
諸
帳
簿
等
は
、
そ
う
し
た
様
相
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に

お
い
て
は
、
食
口
数
や
そ
れ
に
基
づ
く
用
米
量
は
、
い
わ
ば
あ
る
べ
き
食
米
量

を
示
す
計
算
上
の
数
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。



と
こ
ろ
で
、
写
経
所
の
食
料
の
請
求
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ

る
。
天
平
二
十
年
九
月
九
日
花
厳
供
所
牒
は
、
「寺
花
厳
疏
納
井
充
装
漬
帳
」

と
の
題
鎖
が
付
さ
れ
た
継
文
の
冒
頭
の
文
書
で
、
花
厳
疏
書
写
事
業
の
開
始
時

に
花
厳
供
所
が
写
経
所
に
宛
て
て
出
し
た
料
紙
筆
墨
の
送
り
状
で
あ
る
。
こ
の

送
り
状
は
、　
一
旦
造
東
大
寺
司
を
経
て
写
経
所
に
送
達
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で

あ
り
、
そ
の
余
白
に
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
へ
の
通
達
が

「告
」
と
し
て
書

き
込
ま
れ
て
い
る
。
内
容
は

「上
件
疏
、
速
令
レ写
。
其
写
人
等
食
物
▼
別
注

申
之
。
毎
日
常
食
、
短
籍
載
之
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
必
要
と

な
る
食
物
に
つ
い
て
は
そ
れ
の
み
独
立
し
た
文
書
で
申
告
し
、
毎
日
の
常
食
は

短
籍
に
記
載
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
短
籍
と

は
、
木
簡
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
食
米
の
収
納
を
日
々
行
な
う
方
式
の
存
在

を
日
毎
食
口
帳
か
ら
う
か
が
え
た
が
、
日
毎
の
短
籍
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
そ

う
し
た
方
式
に
対
応
し
た
や
り
方
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
短
籍
に
記

載
す
る
内
容
を
考
え
る
と
、
日
毎
食
口
帳
の
一
日
分
の
記
述
情
報
が
ほ
ぼ
そ
れ

に
相
当
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
日
毎
食
口
帳
の
記
載
内
容
に
は
精
粗
が
あ

る
が
、
〔史
料
５
〕
の
よ
う
に
日
毎
の
記
載
の
末
尾
に
案
主
の
書
名
が
あ
る
記

載
形
式
は

一
般
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、　
一
日
分
の
記
載
だ
け
を
取
り
上

げ
る
と
、
そ
れ
は
帳
簿
と
い
う
よ
り
文
書
の
記
載
形
式
に
類
似
し
て
い
る
。
と

す
る
と
、
日
毎
の
常
食
短
籍
の
記
述
情
報
を
転
記
し
て
、
日
毎
食
曰
帳
が
作
成

鱗
脳

報

簸

る の
徹

上
義

胞

簸

輸
雅

加

蝉
難

婢

騨
経
所

さ
て
、
以
上
、
食
口
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
検
討
し
た
。
食
回
は
、
本
来
な

ら
食
料
の
請
求

・
収
納

・
出
用
と
合
致
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実

際
の
収
納

・
出
用
は
、
実
状
に
応
じ
た
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
食
口
や
そ
れ
に
基
づ
く
用
米
の
量
を
直
ち
に
収
納

・
出
用
の
実

態
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
，
。
ま
た
、
受
月
食
柔
文
や
月
別
食
口

文
、
日
毎
食
口
帳
は
、
実
際
の
収
納

。
出
用
と
関
わ
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る

と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
は
収
納

。
出
用
の
状
況
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
記

録
と
は
言
い
難
い
。

食
料
等
の
収
納

。
出
用
を
記
録
し
た
帳
簿
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
食
物
納
帳
、

食
物
用
帳
と
称
さ
れ
る
帳
簿
が
存
在
す
る
。
〔史
料
７
〕
千
三
百
巻
金
剛
般
若

経
経
師
等
食
米
井
雑
物
納
帳
は
、
日
付
、
送
付
元
、
収
納
品
目
と
量
、
収
納
文

言
、
主
典

・
柔
主
等
の
署
名
を
記
載
し
、
〔史
料
８
〕
写
千
巻
経
所
食
物
用
帳

は
、
日
付
、
出
用
品
目
と
量
、
主
典

・
柔
主
等
の
署
名
を
記
載
す
る
。
い
ず
れ

も
日
次
式
で
、
食
料
等
の
実
際
の
収
納

。
出
用
に
つ
い
て
記
録
し
た
帳
簿
で
あ

る
。
ま
た
、
両
者
と
も
主
典

・
条
主
等
の
署
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
れ

ら
の
例
で
は
写
経
所
の
政
所
が
食
料
等
の
収
納

。
出
用
等
を
管
理
し
て
い
た
こ

と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。



帳簿と木簡

一
一　
記
録
木
簡

の
再
検
討

１
　
収
納
記
録

さ
て
、
写
経
所
文
書
に
見
ら
れ
る
上
記
の
よ
う
な
文
書

・
記
録
の
あ
り
方
を

踏
ま
え
、
以
下
で
は
、
記
録
に
用
い
ら
れ
た
木
簡
の
事
例
を
見
て
行
き
た
い
。

な
お
、
以
下
の
検
討
に
お
い
て
は
、
木
簡
の
記
述
の
内
容

・
機
能
を
ど
の
よ
う

に
判
定
し
て
い
る
か
を
明
示
す
る
意
図
か
ら
、
木
簡
の
文
書

・
記
録
に
つ
い
て

も
、
紙
の
文
書

・
記
録
と
同
様
に
文
書
名
を
付
し
て
示
す
こ
と
と
し
た
い
。

は
じ
め
に
収
納
記
録
と
思
わ
れ
る
木
簡
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
木
簡
を

用
い
た
収
納
記
録
に
は
、

Ｉ
類
　
一
回
の
収
納
行
為
を
記
録
す
る
も
の

Ⅱ
類
　
複
数
回
の
収
納
行
為
を
記
録
す
る
も
の

Ⅲ
類
　
一
連
の
収
納
行
為
を
集
計

・
整
理
し
て
記
録
す
る
も
の

な
ど
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に

Ⅳ
類
　
進
送
文
書
等
の
木
簡
を
保
管
し
記
録
に
利
用
す
る
方
式

の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
。

Ｉ
類
の
事
例
と
し
て
は
、
〔史
料
９
〕
某
司
薗
職
進
大
豆
収
納
記
が
挙
げ
ら

れ
る
。
日
付
、
送
付
元

（薗
職
）、
品
日
と
そ
の
量
が
書
き
つ
け
ら
れ
た
こ
の

木
簡
は
、
菌
職
か
ら
進
上
さ
れ
た
大
豆
を
収
納
し
た
某
司
の
作
成
し
た
収
納
記

録
と
思
わ
れ
る
。
『藤
原
宮
木
簡

一　
解
説
』
で
は
、
「薗
職
か
ら
大
豆
を
進
上

し
て
き
た
こ
と
を
記
し
た
文
書
」
、
「朽
損
し
て
い
る
下
半
分
か
裏
面
に
、
進
上

し
た
薗
職
の
責
任
者
名
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
て
お
り
、
進
上

側
の
薗
職
が
作
成
し
た
送
進
文
書
な
い
し
出
用
記
録
と
解
し
て
い
る
如
く
で
あ

る
。
し
か
し
、
文
書
と
し
て
は
形
式
が
整
わ
ず
、
記
録
と
見
る
の
が
適
当
で
あ

ろ
う
。
そ
の
場
合
、
薗
職
が
作
成
し
た
記
録
で
あ
れ
ば
、
「菌
職
」
と
明
記
し

た
理
由
が
考
え
に
く
い
。
収
納
記
録
で
あ
れ
ば
、
物
品
の
送
付
元
を
記
し
た

〔史
料
７
〕
の
よ
う
な
例
も
存
在
し
、
違
和
感
は
な
い
。
以
上
か
ら
、
こ
の
木

簡
は
、
薗
職
か
ら
の
大
豆
を
収
納
し
た
側
が
作
成
し
た
収
納
記
録
と
考
え
て
お

き
た
い
。
仮
に
署
名
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
進
上
側
で
は
な
く
、
収

納
側
の
担
当
者
の
も
の
と
な
ろ
う
。
こ
の
木
簡
の
記
載
は
、
〔史
料
７
〕
の
一

日
分
の
記
載
と
類
似
す
る
形
で
あ
り
、
帳
簿
を
構
成
す
る
内
容
の
一
部
が
木
簡

に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
木
簡
の
収
納
記
録
が
ま
と
め
ら
れ

て
収
納
帳
が
編
成
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

〔史
料
１０
〕
某
所
意
保
御
田
進
上
八
収
納
記
も
、
Ｉ
類
の
事
例
と
考
え
ら
れ

る
。
二
条
大
路
木
簡

（南
溝
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
出
土
）
の
一
つ
で
、
同
種
の
木
簡
は

他
に
も
数
点
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
の
木
簡
は

意
録
御
田
か
ら
の
人
の
進
上
状
と
さ
れ
て
い
る
が
、
意
録
御
田
か
ら
進
上
さ
れ

た
八
の
収
納
記
録
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
記
載
内
容
は
、
送
付
元
、

品
目
と
そ
の
量
、
運
搬
者
、
日
付
、
収
納
担
当
者
名
で
あ
ろ
う
。
南
溝
Ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇
か
ら
は
、
種
々
の
物
品
の
進
上
状
で
あ
る
木
簡
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。

一
例
と
し
て

〔史
料
１１
〕
岡
本
宅
栗
子
送
進
文
が
あ
る
。
〔史
料
１０
〕
も
、
こ



う
し
た
進
上
状
と
類
似
し
た
記
載
を
持

っ
て
い
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
て
お

き
た
い
の
は
、
〔史
料
１０
〕
が

「従
二意
保
御
田
こ

と
書
き
出
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
進
上
状
の
場
合
、
発
信
側
が
自
ら
に

「従
」
を
付
し
て
称
す
る
こ
と
は

考
え
に
く
い
。
「従
」
を
付
す
る
の
は
、
意
保
御
田
と
は
別
の
主
体
が
、
相
手

先
と
し
て
の
意
保
御
田
を
指
す
場
合
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
〔史
料
１０
〕
と
同
類

の
木
簡
で
は
、
「従
二意
保
御
田
こ

と
書
き
出
す
の
が
五
点
に
対
し
、
「従
」
を

付
さ
ず
に

「意
保
御
田
」
と
す
る
の
は

一
点
の
み
で
、
「従
」
を
付
す
書
き
方

が
原
則
的
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
木
簡
で
は
、
日
付
の
下

の
人
名
が
名
の
み
の
記
載
で
あ
る
点
も
注
意
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
記
載
は
、
あ

る
限
ら
れ
た
集
団
内
部
で
の
方
式
で
あ
り
、
外
部
の
組
織

。
部
署
と
の
あ
ら
た

ま
っ
た
連
絡
に
は
適
さ
な
い
。
事
実
、
南
溝
出
上
の
他
の
進
上
状
木
簡
で
は
、

日
付
下
の
進
上
側
の
担
当
者
は
氏
名
を
記
す
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
意
保

御
日
の
八
の
木
簡
は
、
こ
の
点
で
も
他
の
進
上
状
木
簡
と
は
異
な
る
性
格
が
う

か
が
え
る
。
こ
の
木
簡
の
作
成
主
体
は
、
意
保
御
田
と
は
別
の
主
体
で
あ
り
、

ま
た
記
載
内
容
も
部
内
的
性
格
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
名
前
の
見
え
る

「国
足
」
も
、
収
納
側
の
人
物
の
可
能
性
が
あ
柄
．
こ
う
し
た
点
か
ら
、
〔
史

料
１０
〕
及
び
そ
れ
と
同
類
の
木
簡
は
、
意
保
御
田
か
ら
進
上
さ
れ
た
八
を
収
納

し
た
側
で
作
成
さ
れ
た
収
納
記
録
と
解
す
る
余
地
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。
物
品

の
進
上
状
が
届
く
と
い
う
こ
と
は
、
物
品
の
収
納
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
こ
で
収
納
記
録
が
作
成
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
進
上
状
と
さ
れ
て
い
た
木
簡
に
つ
い
て
も
、
収
納
側
で
作
成
さ
れ
た
記
録
に

相
当
す
る
も
の
で
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
Ⅱ
類
の
事
例
と
し
て
は
、
ま
ず

〔史
料
１２
〕
某
司
東
板
殿
井
倉
代
収

納
記
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
日
付
か
ら
書
き
出
し
た
あ
る

一
日
の
収
納
行
為

の
記
録
で
あ
る
が
、　
一
回
の
収
納
行
為
の
記
録
で
は
な
く
、
東
板
殿
と
倉
代
に

お
い
て
な
さ
れ
た
各
種
の
収
納
行
為
を
ま
と
め
て
記
録
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。　
一
日
分
の
収
納
の
記
録
と
い
つ
て
も
、　
一
件
ご
と
の
記
録
の
場
合
と
、
複

数
の
内
容
を
記
録
す
る
場
合
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

〔史
料
１３
〕
某
司
古
御
酒
収
納
帳
は
、
受
け
取
っ
た
酒
の
種
類
と
量
を
日
次

式
に
書
き
つ
け
た
収
納
記
録
と
考
え
ら
れ
る
。
『平
城
宮
木
簡

一　
解
説
』
で

は
、
「
日
別
の

「古
御
酒
」
の
請
求
量
を
記
し
た
帳
簿
風
の
も
の
」
と
し
、
支

給
請
求
し
た
内
容
の
記
録
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「請
」
に

は
請
求
だ
け
で
な
く

「受
け
取
る
」
の
意
味
も
あ
る
の
で
、
こ
の
文
字
か
ら
請

求
の
意
味
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
正
倉
院
文
書
に
は
、
経
師

が
筆
や
墨
の
支
給
を
請
求
し
た
文
書
を
貼
り
継
い
だ

「筆
手
実
」
、
望
坐手
実
」

等
と
呼
ば
れ
る
継
文
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
そ
の
後
の
筆

・
墨
の
支
給

や
返
納
に
関
す
る
注
記
が
加
え
ら
れ
、
単
な
る
請
求
の
記
録
と
し
て
で
は
な
く
、

物
品
の
出
納
台
帳
と
し
て
の
用
途
か
ら
継
文
に
編
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
例
を
見
て
も
、
請
求
内
容
を
記
録
す
る
た
め
だ
け
の
帳
簿
の
存

在
は
考
え
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔史
料
１４
〕
長
屋
王
家
都
郡
氷
室
進
氷
駄
収
納
帳
も
、
Ⅱ
類
の
事
例
に
当
た
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る
と
思
わ
れ
る
。
都
郡
氷
室
か
ら
進
上
さ
れ
た
氷
の
駄
数
を
書
き
付
け
た
日
次

式
の
帳
簿
で
あ
り
、
氷
を
受
け
取
っ
た
長
屋
王
家
で
作
成
さ
れ
た
収
納
記
録
と

考
え
た
い
。
長
さ
が
人
○
∽
近
い
長
大
な
木
簡
で
あ
り
、
表
裏
に
記
載
が
あ
っ

て
、
記
載
の
方
向
は
表
裏
で
逆
転
し
、　
一
方
の
端
に
寄

っ
た
と
こ
ろ
に
穿
孔
が

見
ら
れ
る
。
片
面
に
は
、
最
上
段
に

「狛
首
多
須
麻
呂
／
進
氷
」
と
記
さ
れ
、

そ
の
下
を
上
下
四
段
ほ
ど
に
わ
け
て
、
日
付
、
氷
駄
の
数
、
運
搬
担
当
者
と
思

わ
れ
る
人
名
等
か
ら
な
る
記
載
が
日
を
お
っ
て
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
氷
駄

に
銭
を
支
給
し
た
記
述
を
含
む
例
が

一
部
に
見
ら
れ
る
。
日
付
は
、
六
月
二
九

日
か
ら
七
月
四
日
ま
で
が
認
め
ら
れ
、
関
六
月
の
存
在
か
ら
和
銅
五
年
と
判
定

で
き
る
。
こ
の
面
に
見
え
る
逗
搬
担
当
者
は
ほ
と
ん
ど
が
狛
首
多
須
麻
呂
と
な

っ
て
お
り
、
も
う

一
方
の
面
に
彼
の
名
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、

最
上
段
の

「狛
首
多
須
麻
呂
／
進
氷
」
な
る
記
載
は
、
こ
の
面
が
多
須
麻
呂
担

当
分
の
記
録
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
う
片
面
は
、
上
段
に

「都
郡
氷
進
始
日
」
と
あ
り
、
日
付
、
氷
駄
の
数
、
人
名
等
が
日
を
お
っ
て
書

き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
氷
駄
数
の
下
の
人
名
は
、
運
搬
担
当
者
を
示
す
と
思
わ

れ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
下
に

「少
書
克
」
と
見
え
る
箇
所
が
あ
り
、
こ
れ
は
収

納
担
当
者
の
署
名
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
氷
を
送
り
出
す
と
き
に
都
郡
氷
室
で
作
成
さ
れ
た

記
録
で
、
最
終
的
に
氷
の
進
上
記
録
と
し
て
長
屋
王
家
へ
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

と
す
る
理
解
が
示
さ
れ
て
い
続
．
都
郡
氷
室
出
氷
帳
と
で
も
い
う
べ
き
記
録
と

見
る
解
釈
で
あ
り
、
記
載
内
容
か
ら
は
そ
う
し
た
理
解
も
あ
な
が
ち
不
可
能
で

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
都
郡
氷
室
で
作
成
さ
れ
た
帳
峰
が
何
ら

か
の
理
由
で
長
屋
王
家
へ
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
を
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、

そ
の
点
説
明
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
仮
に
氷
の
進
送
状
況
を
都
郡
氷
室

が
長
屋
王
家
に
報
告
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
際
に
い
わ
ば
当
座

の
記
録
と
し
て
の
木
簡
を
提
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
を
転

記
す
る
な
り
、
整
理
す
る
な
り
し
た
紙
の
文
書
が
作
ら
れ
る
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
長
屋
王
家
に
お
い
て
氷
の
収
納
に
関
す
る
記
録
が
作

成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
〔史
料
１４
〕
以
外
の
史
料
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
。
〔史
料
１５
〕
都
郡
氷
室
氷
進
送
文
は
、
都
郡
氷
室
か
ら
長
屋
王
家

ヘ

送
ら
れ
た
氷
の
進
送
文
書
で
あ
る
が
、
下
方
に
穿
孔
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、

受
信
側
で
そ
れ
ら
を
綴
じ
て
保
管
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、

収
納
記
録
と
し
て
の
用
途
に
役
立
て
る
た
め
の
行
為
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

長
屋
王
家
の
側
で
氷
の
収
納
状
況
を
記
録
す
る
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
と
す
る

な
ら
、
〔史
料
１４
〕
も
そ
の
結
果
作
ら
れ
た
帳
簿
と
解
し
て
差
し
支
え
な
い
と

思
う
。
ま
た
、
自
ら
の
側
に
収
納
状
況
を
示
す
記
録
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
進
送
状
況
の
報
告
を
氷
室
側
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
徴
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
、
疑
間
に
感
じ
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、
〔史
料
１４
〕
は
長
屋
王
家
で
作
成

さ
れ
た
収
納
記
録
と
見
る
の
が
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
と
思
う
。
な
お
、
〔史
料

・４
〕
の
よ
う
な
帳
簿
と

〔史
料
１５
〕
の
よ
う
な
送
進
文
書
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

後
者
を
元
に
前
者
を
作
成
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
が
、
前
者
の
よ
う

な
帳
簿
方
式
の
収
納
記
録
と
、
後
者
を
用
い
た
い
わ
ば
継
文
方
式
の
収
納
記
録



が
、
状
況
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ
類
の
事
例
と
し
て
は
、
〔史
料
１６
〕
長
屋
王
家
大
和
国
諸
郡
某
物
収
納
記
、

〔
史
料
１７
〕
長
屋
王
家
近
江
国
坂
田
郡
春
米
収
納
記
な
ど
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ら
は
、
同
種
の
な
い
し

一
連
の
収
納
行
為
に
つ
い
て
、　
一
件
毎
、
日
毎
の

記
録
や
、
日
次
式
の
記
録
を
も
と
に
整
理

・
集
計
し
て
作
成
さ
れ
た
記
録
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

最
後
に
Ⅳ
類
の
事
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に

〔史
料
１５
〕
を
例

に
述
べ
た
よ
う
に
、
物
品
の
送
進
文
書
を
無
管
す
る
こ
と
が
、
収
納
記
録
の
作

成
と
深
く
関
連
す
る
。
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
う
少
し
検
討
し
て
お
き
た
い
。

〔史
料
１８
〕
木
上
司
大
御
飯
米
進
上
文
は
、
木
上
司
か
ら
長
屋
王
家
へ
進
上
さ

れ
た
大
御
飯
米
の
進
送
文
書
の
木
簡
で
、
同
類
の
木
簡
は
十
数
点
が
報
告
さ
れ

（３５
）

て
い
る
。
そ
れ
ら
の
記
載
内
容
は
、
品
目
と
量
、
運
搬
者
名
、
日
付
、
進
上
担

当
者
名
か
ら
な
り
、
注
記
と
し
て
収
納
側
の
署
名
の
見
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

そ
の
ほ
と
ん
ど
に
穿
孔
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
受
信
者
側
で
綴
じ
て
保
管
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
木
上
司
か
ら
進
上
さ
れ
た
大
御
飯
米
に
つ
い
て

は
、
〔
史
料
１９
〕
長
屋
王
家
大
御
飯
米
収
納
井
出
用
帳
の
よ
う
な
収
納
記
録
の

存
在
も
知
ら
煽
）
収
納
記
録
作
成
が
必
要
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
進
送
文
書
の
気

管
も
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
保
管
さ
れ
た
進
送
文
書
と
、
収
納
記

録
と
の
関
係
に
は
や
や
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
。
〔史
料
１９
〕
は
、
大
型
の
横

材
を
用
い
、　
一
ヶ
月
分
の
収
納
と
出
用
を
記
録
し
た
帳
簿
で
あ
行
呼
日
付
、
進

上
米
の
量
の
ほ
か
、
進
上
担
当
者
、
運
搬
者
、
収
納
責
任
者
等
の
名
が
見
え
る
。

こ
れ
は
、
進
送
文
書
の
木
簡
の
記
載

・
注
記
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
内
容
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
日
に
よ
つ
て
墨
の
濃
淡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
時
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
日
毎
に
書
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の

観
察
所
見
が
示
さ
れ
て
い
編
．
と
す
る
と
、
こ
の
帳
簿
は
、
保
管
し
て
お
い
た

日
毎
の
進
送
文
書
を

一
時
に
転
記
す
る
形
で
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
に

な
ろ
う
。
要
す
る
に
、
同
じ
収
納
記
録
で
あ
つ
て
も
、
日
毎
に
帳
簿
を
書
き
継

ぐ
や
り
方
と
、
収
納
文
書
を
保
管
す
る
や
り
方
と
は
、
別
個
の
方
式
と
し
て
運

用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、　
一
つ
の
収
納
行
為
に
対

し
て
双
方
の
方
式
の
記
録
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
そ
う
し
た

場
合
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
状
況
に
応
じ
て
二
つ
の
方
式
が
使

い
分
け
ら
れ
る
こ
と
、
時
期
や
内
容
に
よ
つ
て
ど
ち
ら
か

一
方
の
方
式
だ
け
で

記
録
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
記
録
の
あ
り
方
全
般
に
敷
延
し
て
注
意
す
べ
き
点
で
も
あ
る

と
思
う
。
こ
こ
で
Ｉ
Ｉ
Ⅳ
類
と
し
て
あ
げ
た
収
納
記
録
の
方
式
は
、
例
え
ば
、

Ⅳ
類
を
も
と
に
Ｉ
類
を
作
成
し
、
そ
れ
を
も
と
に
Ⅱ
類
を
作
成
し
、
さ
ら
に
そ

れ
ら
を
も
と
に
Ⅲ
類
を
作
成
す
る
と
い
う
よ
う
な

一
連
の
業
務
の
流
れ
の
存
在

を
想
像
さ
せ
る
。
確
か
に
、
Ⅲ
類
の
作
成
に
は
、
Ｉ

・
Ⅱ

・
Ⅳ
類
の
よ
う
な
基

礎
資
料
が
必
要
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
収
納
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
基
礎
資

料
と
し
て
は
、
１

・
コ

・
Ⅳ
類
の
い
ず
れ
か

一
つ
の
方
式
の
記
録
が
存
在
す
れ

ば
、
十
分
用
が
足
り
る
。
生
起
す
る
収
納
行
為
に
即
し
て
記
録
を
取
る
こ
と
が

行
な
わ
れ
る
な
ら
、
Ｉ
類
は
Ⅳ
類
が
な
く
と
も
、
Ⅱ
類
は
Ｉ

・
Ⅳ
類
が
な
く
と
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も
作
成
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
場
に
応
じ
た
記
録
方

式
が
い
ず
れ
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
物
品
の
収
納
に
際
し
て
、
常
に
定
型
的

な
進
送
文
書
が
伴
う
状
況
で
あ
れ
ば
、
Ⅳ
類
の
方
式
が
手
間
の
節
約
に
な
る
こ

と
も
あ
ろ
う
し
、
類
似
し
た
収
納
行
為
を
混
同
し
な
い
よ
う
に
処
理
す
る
た
め

に
Ｉ
類
の
方
式
を
と
る
場
合
や
、
月
毎
の
決
算
の
作
成
を
考
え
て
始
め
か
ら
Ⅱ

類
の
方
式
を
と
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
担
当
者
の
個
性
や
、
紙
の
文
書

・
記
録
と

の
併
用
の
状
況
の
反
映
も
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
そ
う
し
た
要
因
の

全
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
記
録
作
成
の
様
相
は

一
筋
縄
で
は
理
解

で
き
な
い
と
い
う
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
実

務
の
現
場
で
は
、
状
況

。
目
的
に
即
し
た
柔
軟
な
対
応
が
あ
り
え
た
こ
と
に
目

を
向
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

収
納
記
録
の
あ
り
方
に
関
し
て
、
や
や
特
殊
な
用
途
が
推
測
さ
れ
る
例
と
し

て
、
〔史
料
２０
〕
長
屋
王
家
店
物
直
銭
納
記
に
も
触
れ
て
お
き
た
噺
呼
こ
れ
と

同
種
の
本
簡
は
他
に
三
点
ほ
ど
の
例
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
日
付
の
下
に

「店

物
」
と
記
し
、
品
目
毎
の
価
格
、
銭
の
合
計
額
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
、

店
で
物
を
売
り
払

っ
て
得
た
銭
の
記
録

（収
納
記
録
）
で
あ
る
か
、
物
を
買

っ

て
支
払

っ
た
銭
の
記
録

（出
用
記
録
）
で
あ
る
か
、
判
断
は
難
し
い
が
、
収
納

記
録
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
続
暗
舘
野
和
己
氏
が

「店
」
に
関

す
る
他
の
木
簡
と
も
比
較
し
て
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
、
「店
物
」
と
い
う
表
現

は
、
店
で
買
い
上
げ
た
物
と
い
う
よ
り
は
、
店
で
の
売
り
物
を
一不
し
て
い
る
よ

う
で
あ
り
、
長
さ
が
十
二
―
三
伽
と
小
形
で
、
切
れ
込
み
の
あ
る
付
札
形
式
の

木
簡
も
あ
っ
て
、
指
し
銭
に
付
け
ら
れ
て
い
た
状
況
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、

収
納
記
録
と
し
て
の
木
簡
が
、
収
納
さ
れ
た
銭
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
状
態

が
う
か
が
え
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
木
簡
が
い
つ
ど
こ
で
作
ら
れ
、
ど
の

よ
う
な
動
き
を
を
し
た
の
か
、
文
書

・
記
録
処
理
の
実
態
を
具
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
検
討
材
料
と
な
ろ
ヵ
¨
ま
た
、
記
録
と
付
札
の
関
連
に
も
視
野
を
広

げ
る
必
要
が
感
じ
ら
れ
る
。

２
　
出
用
記
録

次
に
、
物
品
の
支
出

・
消
費
、
他
へ
の
充
用
等
の
状
況
を
書
き
つ
け
た
出
用

記
録
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
出
用
記
録
に
お
い
て
も
、

Ｉ
類
　
一
回
の
出
用
行
為
を
記
録
す
る
も
の

Ⅲ
類
　
複
数
回
の
出
用
行
為
を
記
録
す
る
も
の

Ⅲ
類
　
一
連
の
出
用
行
為
を
集
計

。
整
理
し
て
記
録
す
る
も
の

が
見
ら
れ
、

Ⅳ
類
　
支
給
請
求
文
書
等
の
木
簡
を
保
管
し
記
録
に
利
用
す
る
方
式

の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
出
用
の
内
容
で
細
分
し
た
上
で
、
こ

れ
ら
の
方
式
に
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

銭
用
記
録
　
ま
ず
、
正
倉
院
文
書
の
銭
用
帳
に
相
当
す
る
銭
の
出
用
記
録
が
見

ら
れ
る
。
〔史
料
２．
〕
某
所
酒
屋
女
物
直
銭
用
記
、
〔史
料
２２
〕
某
所
四
種
物
直

銭
用
記
は
、
Ｉ
類
の
事
例
で
、　
一
回
の
支
出
行
為
の
記
録
と
思
わ
れ
る
。
購
入

品
と
そ
の
内
容
、
支
出
額
を
記
す
が
、
日
付
は
な
い
。



〔
史
料
２３
〕
某
所
出
挙
銭
出
用
記
は
、
あ
る

一
日
分
の
出
挙
銭
支
出
の
記
録

で
、
出
挙
を
受
け
た
者
の
名
と
金
額
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
出
用
行
為
と
し
て

は
、
人
別
に
別
件
と
見
て
、
Ⅱ
類
に
当
て
は
ま
る
事
例
と
考
え
た
い
。

〔史
料
２４
〕
長
屋
王
家
功
銭
用
帳
も
Π
類
の
例
で
、
日
次
式
の
銭
用
帳
に
相

当
し
、
日
付
、
用
途
、
銭
の
額
、
支
出
担
当
者
を
記
す
形
式
も
整
っ
て
お
り
、

下
部
に
穿
孔
が
あ
る
。

〔史
料
２５
〕
長
屋
王
家
余
銭
用
帳
、
〔史
料
２６
〕
某
所
残
銭
用
帳
は
、
あ
る

時
点
の

「余
銭

（残
銭
こ

に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
使
途
を
日
を
お
っ
て
書
き

つ
け
た
も
の
で
、
Ⅱ
類
に
当
て
は
ま
る
。
〔
史
料
２５
〕
は
、
行
の
順
序
等
に
こ

だ
わ
ら
ず
、
そ
の
都
度
余
白
に
文
字
を
書
き
込
ん
だ
も
の
で
、
当
座
の
記
録
の

如
く
で
あ
る
。　
一
方
、
〔史
料
２６
〕
は
、
幅
広
の
木
簡
で
、
当
初
か
ら
あ
る
程

度
の
内
容
を
書
き
込
む
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
銭
の
使
途
の
外
、

受
取
人
、
支
出
命
令
者
と
思
わ
れ
る
人
物
の
記
載
が
あ
る
。
ま
た
、
〔史
料
２６
〕

は
、
上
部
の
左
右
に
切
り
込
み
の
あ
る
木
簡
で
、
あ
る
い
は
銭
と
結
び
つ
け
て

置
か
れ
、
支
出
の
都
度
そ
の
使
途
を
書
き
込
む
と
い
つ
た
使
わ
れ
方
を
し
た
の

（４３
）

か
も
し
れ
な

い
。

雑
物
出
用
記
録
　
次
に
種
々
の
物
品
の
出
用
記
録
を
見
て
み
よ
う
。
〔史
料
２７
〕

長
屋
王
家
塩
用
記
、
〔史
料
２８
〕
長
屋
王
家
銃
下
充
記
、
〔
史
料
２９
〕
某
司
絶
下

充
記
は
、　
一
日
分
の
出
用
記
録
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
日
付
、
出
用
文
言

令
用
」
「下
」
「受
下
」
等
）、
物
品
名
と
そ
の
量

。
個
数
、
出
用
先
な
い
し
使
途

の
内
訳
と
い
っ
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
〔史
料
２７
〕
と

〔史
料
２９
〕
に
は

受
取
人
の
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
出
用
先
が
複
数
と
な
っ
て
い
る
が
、
受
取

人
が
同
じ
で
あ
る
の
で

一
回
の
出
用
行
為
と
し
て
考
え
、
Ｉ
類
に
当
て
は
ま
る

と
し
て
お
き
た
い
。
〔史
料
２８
〕
は
そ
の
点
も
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
他
の
二

例
と
同
様
に
扱

っ
て
お
く
。

〔史
料
３０
〕
某
所
西
坊
玉
需
充
用
井
返
納
記
は
、
Ｉ
類
に
当
た
る
事
例
で
、

充
用
先
、
物
品
名

・
個
数
、
日
付
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
木
簡
は
、　
一
方
の
先

を
と
が
ら
せ
た
形
態
を
持
ち
、
何
ら
か
物
品
と
結
び
つ
い
た
用
途
が
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
木
簡
に
は
、
返
納
に
関
す
る
追
記
と
思
わ
れ
る
注

記
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
出
納
の
台
帳
に
相
当
す
る
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て

い
た
こ
と
が
判
る
。　
一
件
ご
と
の
出
用
記
録
で
あ
っ
て
も
、
複
数
の
集
合
を
な

す
こ
と
で
、　
一
定
期
間
の
出
用
記
録
を
形
成
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
前

掲
の

〔史
料
２７
〕
も
、
「十
二
月
五
日
始
」
と
書
き
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

一
定
期
間
の
記
録
の
一
部
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
こ
の

「始
」
は

一
定

期
間
の
記
録
の
冒
頭
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
続
呼

〔史
料
３．
〕
某
所
年
魚
等
出
用
帳
、
〔史
料
３２
〕
某
司
絶
出
用
帳
は
、
日
次

式
の
帳
簿
形
式
で
数
日
に
渡
る
内
容
を
記
録
し
た
も
の
で
、
Ⅱ
類
の
事
例
に
当

た
る
。
〔史
料
３２
〕
は
横
材
を
使
用
し
て
い
る
。

〔
史
料
３３
〕
長
屋
王
家
食
物
用
帳
、
〔史
料
３４
〕
長
屋
王
家
塩
雑
物
出
用
帳

は
、
複
数
の
出
用
行
為
を
追
い
込
み
で
書
き
記
し
た
記
録
で
、
Ⅱ
類
の
事
例
で

あ
る
。
た
だ
し
、
欠
損
の
た
め
日
付
が
定
か
で
な
く
、
全
体
と
し
て
あ
る

一
日

分
の
記
録
に
相
当
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
思
う
。
記
載
の
形
式
は
整
っ
て
お



帳簿と木簡

り
、
出
用
先
、
品
目
と
量
、
受
領
者
、
出
用
担
当
者
を
記
し
て
い
る
如
く
で
あ

２
つ

。

〔史
料
３５
〕
某
所
燈
油
出
用
記
も

一
定
期
間
の
出
用
記
録
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
出
用
行
為
を
順
に
書
き
つ
け
た
の
で
は
な
く
、　
一
定
期
間
の
出
用
内
容
を
集

計

・
整
理
し
た
Ⅲ
類
の
事
例
で
あ
る
。
日
毎
の
記
録
や
日
次
式
の
記
録
を
元
に

作
成
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
箱
の
蓋
を
転
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら

見
て
、
紙
に
記
す
べ
き
内
容
の
草
某
に
相
当
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔史
料
３６
〕
某
所
伊
賀
万
呂
等
衣
出
用
記
も
、
欠
損
が
あ
る
が
、　
正
疋
期
間
の

出
用
内
容
を
集
計

。
整
理
し
た
記
載
の
如
く
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
〔史
料
２９
〕

の
よ
う
な

一
回
の
出
用
行
為
の
記
録
で
、
出
用
先
な
い
し
使
途
の
内
訳
を
示
し

た
部
分
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る

食
米
出
用
記
録
　
続
い
て
、
木
簡
の
中
で
も
数
多
く
の
事
例
が
あ
る
食
米
の
出

用
記
録
に
つ
い
て
ま
と
め
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
〔史
料
３７
〕
長
屋
王
家
若

翁
帳
内
食
米
出
用
記
、
〔史
料
３８
〕
長
屋
王
家
小
子
食
米
出
用
記
、
【
史
料
３９
〕

長
屋
王
家
御
不
物
直
米
充
奉
記
、
〔史
料
４０
〕
長
屋
王
家
犬
料
飯
出
用
記
、
〔史

料
４．
〕
長
屋
王
家
馬
司
帳
内
食
米
出
用
記
等
は
、
食
米
の
出
用
行
為

一
件
ご
と

の
記
録
で
、
Ｉ
類
に
相
当
す
る
事
例
で
あ
る
。
そ
の
記
載
は
お
お
む
ね
、
出
用

先
、
品
目

・
量

・
内
訳
、
受
取
人
、
日
付
、
出
用
担
当
者
か
ら
な
っ
て
お
り
、

木
簡
に
は
穿
孔
が
あ
り
、　
〓
疋
数
を
ま
と
め
て
保
管
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
長
屋
王
家
の
家
政
機
関
の
中
心
的
部
署

（政
所
）
で
作
成

。
保
管
さ
れ
、

廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
、
長
屋
王
家
木
簡
の
中
の
い
わ
ゆ
る
米
支
給

「伝
票
」
と
称
さ
れ

て
い
る
木
簡
�
）
事
例
は
こ
の
ほ
か
に
も
多
数
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「伝
票
」

と
い
う
理
解
に
は
少
な
か
ら
ず
疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
こ
の
点

を
整
理
し
て
お
き
た
い

「伝
票
木
簡
」
と
い
う
考
え
方
は
、
平
城
宮
の
い
わ
ゆ

る
西
宮
兵
衛
関
係
の
一
連
の
木
簡
群
の
検
討
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
。
『平
城

宮
木
簡
　
一
。
解
説
』
で
は
、　
一
連
の
木
簡
の
中
に
食
米
請
求
文
書
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
西
宮
兵
衛
の
詰
所
か
ら
本
府

（或
い
は
大
炊
寮
）

に
対
し
て
食
米
を
請
求
し
た
も
の
と
推
定
し
た
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
が
請
求
側

の
詰
所
で
廃
棄
さ
れ
た
の
は
、
本
府
が
食
料
を
支
給
す
る
際
に
、
誰
に
支
給
さ

れ
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
、
当
該
木
簡
を
食
料
に
付
け
て
戻
し
た

た
め
と
推
測
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
請
求
伝
票
の
木
簡
と
称
し
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
当
初
請
求
の
機
能
を
持
っ
て
請
求
元
か
ら
請
求
先
に
移
動
し
、
そ
の

後
、
荷
札
的
な
機
能
を
持

っ
て
支
給
先

全
巾
求
一も

へ
回
帰
し
た
も
の
と
い
う

の
が
、
こ
こ
で
の

「伝
票
木
簡
」
の
意
味
で
あ
っ
た
。

一
方
、
長
屋
王
家
木
簡
の

「伝
票
木
簡
」
に
関
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
食
米

支
給
方
式
は
、
食
米
の
支
給
請
求
を
受
け
た
食
米
管
理
部
局

（政
所
）
が
、

「伝
票
木
簡
」
を
作
成
し
て
請
求
元
か
ら
の
使
者

（受
取
人
）
に
与
え
、
使
者

は
そ
の

「伝
票
木
簡
」
を
食
米
支
給
担
当
現
場

（米
倉
）
に
持
参
し
、
「伝
票

木
簡
」
と
引
き
換
え
に
食
米
の
支
給
を
受
け
、
「伝
票
木
簡
」
は
現
場
に
渡
さ

れ
て
、
そ
の
後
食
米
管
理
部
局
に
回
送
さ
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
続
呼
こ
の

「伝
票
」
の
理
解
は
、
「西
宮
兵
衛
木
簡
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
方
式
と
は
や



や
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
違
い
は
、
「伝
票
木
簡
」
の
作
成
主
体
に
あ
る
。
「西

宮
兵
衛
木
簡
」
で
は
食
米
支
給
の
請
求
者
を
作
成
主
体
と
す
る
の
に
対
し
、
長

屋
王
家
木
簡
で
は
、
食
米
支
給
に
関
す
る
管
理
部
局

（政
所
）
が
作
成
主
体
と

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
管
理
部
局
と
実
際
の
支
給
現
場
と
の
連
絡
に

「伝
票
木

簡
」
が
用
い
ら
れ
る
と
想
定
し
て
お
り
、
い
わ
ば
管
理
部
局
か
ら
の
支
給
命
令

文
書
の
機
能
を

「伝
票
木
簡
」
が
果
た
し
た
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た

「伝
票
木
簡
」
が
果
た
し
て
実
際
に
存
在
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
は
否
定
的
に
考
え
る
。
「西
宮
兵
衛
木
簡
」
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
長
屋
王
家
木
簡
に
つ
い
て
述
べ

た
い
。
問
題
に
な
る
の
は
、
第

一
に
、
食
米
の
管
理
部
局
と
支
給
現
場
の
関
係
、

第
二
に
他
の
物
品

。
食
料
の
出
用
方
式
と
の
比
較
で
あ
る
。
第

一
の
点
で
は
、

食
米
を
政
所
が
管
理
す
る
こ
と
は
、
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
写
経
所
政
所
の
あ

り
方
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
写
経
所
で
は
食
米
等
の
支
給
の
実
務
も

政
所
が
管
轄
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
管
理
部
局
が
支
給
現
場
を
管
轄
し

て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
間
で
の
連
絡
と
い
っ
た
必
要
は
生
じ
な
い
。
管
理
部
局

に
所
属
す
る
者
が
、
現
場
で
の
支
給
を
担
当
す
る
と
い
っ
た
状
況
を
想
定
す
れ

ば
よ
い
。
管
理
部
局
と
支
給
現
場
が
離
れ
て
位
置
し
て
い
る
と
し
て
も
、
支
給

担
当
者
が
現
場
に
出
向
い
て
い
れ
ば
事
は
済
む
で
あ
ろ
う
。
食
米
支
給
を
請
求

す
る
側
は
、
そ
の
支
給
担
当
者
の
も
と
へ
直
接
出
頭
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
、
「伝
票
木
簡
」
と
称
す
る
も
の
は
、
管
理
部
局
に
所
属
す
る
支
給

担
当
者
が
作
成
し
た
出
用
記
録
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

逆
に
管
理
部
局
と
支
給
現
場
が
別
個
の
部
署
で
あ
る
と
す
る
と
、
両
者
が
近

接
し
て
所
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
支
給
命
令
を

「伝
票
」
の
よ
う
な
形
で

伝
え
る
の
は
不
都
合
で
あ
り
、
原
理
的
に
は
文
書
の
形
式
を
備
え
た
命
令
書
が

（４９
）

必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
別
部
署
で
あ
れ
ば
、
出
納

行
為
の
一
々
に
つ
い
て
の
命
令

。
上
申

・
報
告
や
、
鍵
の
出
入
り
の
管
理
、　
一

定
期
間
ご
と
の
出
納
状
況
の
検
査

。
報
告
と
い
っ
た
様
々
な
手
続
が
付
随
し
て

必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
無
用
な
業
務
の
増
加
と
な
り
か
ね
ず
、

末
端
の
実
務
の
あ
り
方
と
し
て
は
不
合
理
で
あ
る
と
思
う
。

第
二
に
、
他
の
物
品

・
食
料
等
の
出
用
方
式
と
比
較
し
た
場
合
、
日
常
的

・

画

一
的
か
つ
多
数
の
出
用
行
為
が
生
起
す
る
食
米
に
関
し
て
、
他
と
異
な
る
管

理
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
他
の
品
日
と
比
較

し
て
無
意
味
な
手
間
を
要
す
る
形
で
運
用
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
既
に
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
食
米
以
外
の
物
品
の
出
用
に
つ
い
て
、

「伝
票
」
方
式
の
存
在
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
食
米
に
関
し

て
も
、
他
の
物
品

。
食
料
と
同
じ
よ
う
な
形
の
出
用
記
録
が
存
在
す
る
こ
と
は

以
下
に
見
る
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
食
米
に
関
し
て
の
み
、
「伝
票
」
方

式
と
い
う
他
と
異
な
る
手
続
の
存
在
を
想
定
す
る
必
要
性
が
理
解
し
に
く
い
。

逆
に

「伝
票
」
と
さ
れ
る
も
の
も
、
単
な
る

一
件
ご
と
の
出
用
記
録
と
解
す
れ

ば
、
他
と
変
わ
ら
な
い
手
続
方
式
の
中
で
理
解
で
き
る
。
食
米
に
関
し
て
の
み

共
通
の
形
式
の
木
簡
が
大
量
に
存
在
す
る
の
は
、
手
続
が
特
殊
な
た
め
で
は
な

く
、
多
量
か
つ
画

一
的
と
い
う
食
米
の
出
用
行
為
自
体
の
性
格
の
反
映
と
考
え
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る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
で
、
〔史
料
４２
〕
長
屋
王
家
尾
張
清
足
女
食
米
出
用
記
の
よ
う
な
例

が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
木
簡
も
、
食
米
に
関
す
る

一
回
の
出
用
の
記
録
で
あ
り
、

記
載
順
は
異
な
る
が
、
内
容
は

「伝
票
木
簡
」
と
ほ
ぼ

一
致
し
、
同
じ
機
能
を

持

つ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
書
出
し
に

「人
月
三
日
始
」
と
あ
り
、
こ
の

「始
」
は
、
同
様
の
例
と
し
て
先
に

〔史
料
２７
〕
で
触
れ
た
よ
う
に
、　
一
定
期

間
の
記
録
の
集
合
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
冒
頭
に
位
置
す
る
記
載
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
〔史
料
４２
〕
に

「伝
票
」
と
い
う
よ
う
な
機
能
を
想
定
し
得
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
単
な
る

一
回
毎
の
出
用
記
録
に
過
ぎ
な
い
。
「伝

票
木
簡
」
と
称
さ
れ
る
も
の
も
、
〔史
料
４２
〕
と
変
わ
ら
ぬ
性
格
の
も
の
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
Ⅱ
類
の
事
例
で
あ
る
複
数
回
の
出
用
行
為
の
記
録
と
思
わ
れ
る
木
簡

を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、　
一
日
の
内
に
行
な
わ
れ
た
複
数
の
出
用
の
記
録
と
思

わ
れ
る
も
の
に
、
二
条
大
路
木
簡
の

〔史
料
４３
〕
某
所
料
飯
出
用
記
、
〔史
料

４４
〕
某
所
間
食
米
出
用
記
が
あ
る
。
〔史
料
４３
〕
は
、
日
付
、
品
目
を
記
し
た

上
で
、
以
下
五
十
箇
所
ほ
ど
の
個
別
の
支
給
先
と
そ
の
量
を
書
き
上
げ
た
長
大

な
木
簡
で
あ
る
。
〔史
料
４４
〕
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
記
載
内
容
を
持
つ
が
、
こ
ち

ら
は
文
給
先
の
数
は
少
な
く
、
裏
面
に
は
年
月
日
と
出
用
担
当
者
と
思
わ
れ
る

署
名
が
あ
る
。
「間
食
米
」
は
、
正
倉
院
文
書
の
日
毎
食
口
帳
な
ど
に
見
え
る

「間
米
」
「間
食
」
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
〔
史
料
４５
〕
奉
写

一
切
経
所
日
毎

食
口
案
で
は
、
日
毎
に
食
日
と
用
米
、
そ
の
内
訳
を
記
し
、
そ
の
一
項
目
と
し

て
間
米

（食
）
と
そ
の
量
を
記
載
し
て
い
る
が
、
内
訳
の
米
の
量
を
計
算
す
る

と
、
間
米

（食
）
は
、
食
回
数
に
対
応
す
る
用
米
合
計
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
、
当
該
部
署
か
ら
食
米
を
支
給
す
べ
き
食
口
以
外
に
支
給
さ
れ
た
も

の
が
間
米

（食
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
〔史
料
４４
〕
と

〔史

料
４３
〕
は
、
食
口
と
し
て
扱
わ
れ
る

「料
飯
」
の
支
給
と
、
食
口
と
は
別
扱
い

と
な
る

「間
食
米
」
の
支
給
と
に
分
け
て
記
録
し
て
い
る
状
況
を
示
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
二
条
大
路
木
簡
の
中
に
は
、
同
時
に

〔史
料
４６
〕
某
所
不
食
米

記
も
見
ら
れ
る
。
本
来
食
日
と
し
て
食
米
を
支
給
さ
れ
る
べ
き
人
数
に
入
っ
て

い
な
が
ら
、
実
際
に
は
食
米
支
給
を
受
け
な
か
っ
た
者
が

「不
食
口
」
で
あ
り
、

「不
食
口
」
の
存
在
の
た
め
に
支
給
の
必
要
が
な
く
な

っ
た
食
米
が

「不
食

米
」
で
あ
ろ
�
¨
不
食
米
の
記
録
は
、
出
用
記
録
と
は
言
い
に
く
い
が
、
内
容

的
に
は
関
連
が
あ
る
。
二
条
大
路
木
簡
の
あ
り
方
を
見
る
と
、
日
毎
に
食
口
と

し
て
食
米
支
給
を
受
け
た
分
が
料
飯
出
用
記
に
、
食
口
に
含
ま
れ
な
が
ら
支
給

を
受
け
な
か
っ
た
分
が
不
食
米
記
に
、
食
日
の
扱
い
と
は
別
の
食
米
支
給
を
間

食
米
出
用
記
に
、
各
々
記
録
す
る
と
い
う
方
式
が
存
在
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
。
不
食
米
記
は
、
料
飯
出
用
記
と
本
来
の
食
日
の
歴
名
の
ご
と
き
記
録
と
を

照
合
し
て
作
成
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

〔史
料
４７
〕
長
屋
王
家
食
米
用
帳
も
、
複
数
回
の
出
用
の
記
録
で
あ
る
Ⅱ
類

の
例
と
い
え
る
。
〔史
料
４７
〕
は
、
長
屋
王
家
木
簡
の
な
か
の
食
米
支
給
に
関

す
る
い
わ
ゆ
る
横
材
木
簡
の
一
つ
で
、
同
類
の
木
簡
や
、
そ
の
削
居
が
多
数
出

土
し
て
い
る
。
断
片
的
に
し
か
読
み
取
れ
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、



記
載
内
容
に
判
然
と
し
な
い
部
分
は
あ
る
が
、
出
用
の
一
件
ご
と
に
、
支
給
先
、

品
日
と
量
、
受
取
人
、
出
用
担
当
者
と
い
っ
た
内
容
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
付
記
載
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
か
ら
、　
一
件
ご

と
に
日
付
を
付
す
る
形
の
記
載
で
は
な
く
、
横
材
木
簡

一
点
に

一
日
分
の
記
録

が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
柄
．

長
屋
王
家
木
簡
の
中
の
日
毎
に
複
数
の
食
米
出
用
行
為
を
記
録
し
た
こ
う
し

た
横
材
木
簡
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
、
先
に
見
た

一
件
毎
の
食
米
出
用
記
録

と
同
時
並
行
的
に
作
成

・
利
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
続
呼

し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
う
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
と
思
う
。
既

に
収
納
記
録
の
項
で
も
述
べ
た
が
、
本
稿
で
い
う
Ｉ
類
、
Ⅱ
類
、
Ⅳ
類
の
方
式

は
、
い
ず
れ
か
が
作
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
他
が
作
成
で
き
な
い
と
い
う
関
係

に
は
な
い
。　
一
次
的
な
記
録
と
し
て
は
、
そ
の
時
々
の
状
況
と
目
的
に
応
じ
て

い
ず
れ
か

一
つ
の
方
式
が
行
な
わ
れ
れ
ば
用
は
済
む
筈
で
あ
る
。　
一
回
毎
の
記

録
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
お
け
ば
、
複
数
回
の
記
録
と
同
じ
情
報
が

形
成
さ
れ
る
。
ま
た
、
複
数
回
の
記
録
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
状
況
で
あ
れ

ば
、
当
初
か
ら
そ
の
形
式
で
記
録
を
と
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か

ら
い
え
ば
、
長
屋
王
家
木
簡
の
食
米
出
用
記
録
に
見
ら
れ
る

一
件
ご
と
の
記
録

と

一
日
毎
の
記
録
は
、
同
時
併
存
す
る
記
録
方
式
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
理
解

す
る
の
で
は
な
く
、
採
用
さ
れ
て
い
た
記
録
方
式
の
時
期
差
と
し
て
捉
え
る
こ

と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
長
屋
王
家
で
の
食
米
出
用

記
録
の
あ
り
方
に
は
、
そ
の
時
々
で
異
な
る
方
式
が
採
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、

一
件
ご
と
の
記
録
方
式
が
行
な
わ
れ
て
い
る
時
期
と
、　
一
日
毎
の
記
録
方
式
が

行
な
わ
れ
て
い
た
時
期
と
が
あ
っ
た
と
見
る
立
場
で
あ
る
。
長
屋
王
家
か
ら
出

土
し
た

一
件
毎
の
出
用
記
録
木
簡

３
伝
票
木
簡
し

の
大
多
数
が
霊
亀
二
年
後

半
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
幅
）
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
記
録
方
式
が
実

行
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
反
映
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
、
Ⅲ
類
の
出
用
記
録
、　
一
連
の
出
用
行
為
を
整
理

・
集
計
し
て
記
録
し

た
事
例
と
し
て
は
、
〔史
料
４８
〕
長
屋
王
家
御
飯
米
間
用
米
出
用
記
が
こ
れ
に

当
た
る
と
思
わ
れ
る
。
間
用
米
は
、
上
述
し
た
間
米

・
間
食
と
同
じ
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
木
簡
の
記
載
す
る
量
は
三
石
六
斗
と
か
な
り
大
き
な
数
で
あ
り
、

月
の
末
日
の
日
付
で
あ
る
こ
と
か
ら
、　
一
ヶ
月
分
の
間
用
米
を
集
計
し
た
記
録

に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
た
い
。
日
毎
の
間
米
の
記
録
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
Ⅳ
類
、
支
給
請
求
文
書
を
保
管
し
て
出
用
記
録
に
利
用
す
る
方
式

に
つ
い
て
は
、
長
岡
京
木
簡
の
い
わ
ゆ
る

「請
飯
木
簡
」
が
こ
れ
に
該
当
し
よ

（５４
）
う
。　
一
例
と
ｔ
て

〔史
料
４９
〕
考
所
請
飯
文
を
掲
げ
て
お
く
。
記
載
内
容
は
、

請
求
文
言

令
請
し
、
品
目

・
量
、
日
付
、
発
信
人
名
な
ど
か
ら
な
り
、
支
給

先
の
部
署

・
職
種
等
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
請
求
文
言
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
食
飯
の
支
給
請
求
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。
多
数
の
事
例
が
存
在
し
、
穿

孔
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
支
給
請
求
文
書
を
受
信
側
で
保
管
し
て
出

用
の
記
録
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

食
米
の
支
給
請
求
文
書
に
は
、
〔史
料
５０
〕
嶋
史
大
国
月
料
米
申
請
文
、
〔史
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料
５．
〕
某
作
処
帳
内
月
料
米
申
請
文
、
〔史
料
５２
〕
木
上
御
馬
司
大
伴
鳥
九
月

常
食
米
申
請
文
と
い
っ
た
事
例
も
見
ら
れ
る
。
〔史
料
５０
〕
に
は
穿
孔
が
あ
り
、

受
信
側
で
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は

一

ヶ
月
分
の
食
米
の
支
給
請
求
文
書
で
あ
り
、
上
記
の

「請
飯
木
簡
」
の
よ
う
な

日
毎
の
支
給
請
求
と
は
異
な
る
。
食
米
の
支
給
請
求
が
、
月
毎
に
行
な
わ
れ
る

こ
と
は
、
正
倉
院
文
書
の
事
例
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
た
が
、
実
際
の
支
給
に

月
毎
の
方
式
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
。
あ
る
官
司
か

（
５５
）

ら
他
の
官
司
へ
の
支
給
な
ど
で
は
、
月
毎
支
給
の
形
が
基
本
と
な
ろ
う
が
、
こ

こ
ま
で
見
て
き
た
木
簡
の
様
相
で
は
、
組
織
内
部
に
お
け
る
食
米
支
給
は
日
毎

に
行
な
わ
れ
る
の
が

一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。
〔史
料
５‐
〕
は
、
月
の
初
め
に

そ
の
月
に
必
要
と
な
る
食
米
を
事
前
に
請
求
し
て
お
り
、
〔史
料
５０
〕
〔
史
料

５２
〕
も
同
様
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
個
人
の
支
給
請
求
で
あ
り
、
個
人
に

対
し
て

一
ヶ
月
分
の
食
米
の
事
前

一
括
支
給
が
行
な
わ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
月
毎
の
支
給
請
求
文
書
の
木
簡
が
受
信
側
で
保
管

・
利
用

さ
れ
た
と
し
て
も
、
出
用
記
録
と
は
別
の
用
途
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
木
簡
に
見
ら
れ
る
食
口
記
録
に

つ
い
て
項
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
。

３
　
食
口
記
録

写
経
所
文
書
か
ら
の
検
討
に
よ
る
と
、
あ
る
部
署
で
食
米
を
支
給
さ
れ
る
べ

き
職
員

・
作
業
従
事
者
の
数
が
食
口
で
あ
り
、
食
日
の
職
種
等
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
て
い
る
日
別
支
給
量
を
乗
ず
る
こ
と
で
、
支
給
に
必
要
な
食
米
量
が
算
出

さ
れ
る
。
食
口
を
通
じ
た
食
米
の
把
握
方
式
は
、
そ
の
日
そ
の
日
の
人
の
出
入

り
や
作
業
の
内
容
な
ど
、
種
々
の
要
因
か
ら
複
雑
な
様
相
を
呈
し
か
ね
な
い
食

米
の
支
給
を
、
円
滑
に
管
理
し
運
用
す
る
た
め
の
一
つ
の
工
夫
と
し
て
機
能
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
食
米
の
収
納

。
出
用
が
、
実
際
に
も
食
口
と

一
致
す

る
形
で
実
施
さ
れ
れ
ば
、
食
口
記
録
が
す
な
わ
ち
収
納
記
録

・
出
用
記
録
と
な

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
食
回
は
原
理
的
に
は
食
米
の
管
理

・
運
用
上
の
基

準
で
あ
り
、
計
算
上
の
数
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
た
と
こ
ろ
で

も
、
食
米
の
日
々
の
収
納
量
と
食
日
か
ら
算
出
さ
れ
る

「用
米
」
の
量
と
に
違

い
が
あ

っ
た
り
、
食
口
に
含
ま
れ
な
が
ら
実
際
に
は
支
給
を
要
し
な
か
っ
た

「不
食
口
」
が
生
じ
た
り
、
逆
に
食
口
に
含
ま
れ
な
い

「間
食

（米
こ

の
支

給
が
行
な
わ
れ
た
り
と
い
う
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
た
食
口
を
媒
介
と
し
た
食
米
の
管
理
に
お
い
て
は
、
食
日
に
基
づ
く

必
要
量
と
現
実
の
収
納

・
出
用
量
と
の
違
い
を
把
握
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
た
め
に
は
、
基
準
と
な
る
食
回
数
が
確
定
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
に
立

っ
た
場
合
、
食
国
の
氏
名

。
人
数
を
記
し
た
文

書

・
記
録
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
木
簡
の
中
に
は
ち
ょ
う
ど
こ
れ

に
対
応
す
る
事
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
史
料
５３
〕
二
門
常
食
申
告
文
、
〔史
料
５４
〕
三
門
常
食
申
告
文
、
〔史
料

５５
〕
御
井
上
門
常
食
申
告
文
、
〔史
料
５６
〕
北
門
常
食
申
告
文
は
、
二
条
大
路

木
簡
の
い
わ
ゆ
る

「門
号
木
簡
」
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
門
以
外
の
北



府

・
翼
所

。
鷹
所
等
に
つ
い
て
も
同
種
の
木
簡
が
見
ら
れ
行
¨
こ
れ
ら
の
記
載

は
、
事
例
に
よ
り

一
部
の
記
載
が
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
勤
務
部

署

・
場
所

（門
目α
、
勤
務
者
名
、
人
数
、
常
食
申
請
文
言
、
日
付
、
発
信
者

名
等
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
は
食
米
支
給
が
必

要
と
な
る
食
回
の
氏
名
と
数
を
、
勤
務
部
署

。
場
所
毎
に
記
載
し
た
も
の
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
常
食
申
請
文
言
の
あ
る
こ
と
か
ら
文
書
と
見
る
べ
き

で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
部
署

・
場
所
が
、
食
米
の
収
納

・
支
給
を
担
当
す
る
部
署

に
食
口
数
を
申
告
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
〔史
料
５７
〕
某
司
北
門
三
門

食
口
記
の
よ
う
に
、
勤
務
部
署

。
場
所
、
勤
務
者
名
、
人
数
の
記
載
だ
け
で
、

常
食
申
請
文
言
の
な
い
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
食
米
収
納

。
支
給
担
当
部
署

で
作
成
さ
れ
た
記
録
と
考
え
て
お
き
た
い
。
常
食
に
つ
い
て
記
し
な
が
ら
、
量

に
関
す
る
記
載
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
が
こ
れ
ら
の
木
簡
の
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
木
簡
が
食
米
の
実
際
の
支
給
に
直
ち
に
結
び
付
く
性

格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
食
米
の
支
給
請
求
文
書
や
出
用
記
録

と
は
見
な
し
難
い
。
こ
れ
ら
の
食
口
申
告
文
書

・
食
口
記
録
は
、
食
口
に
よ
る

食
米
管
理
の
た
め
の
基
礎
資
料
で
あ
り
、
食
米
の
請
求

・
支
給

・
決
算
な
ど
に

際
し
て
、
あ
る
べ
き
必
要
量
を
算
出
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も

の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
〔史
料
５４
〕
〔史
料
５５
〕
〔史
料
５６
〕
に
は
、

「飯

一
加
給
」
「人
別
少
々
加
給
」
「余
食
二
日
加
入
給
」
と
い
う
文
言
が
見
え

る
が
、
こ
れ
は
、
記
載
し
た
人
名

・
人
数
と
は
別
に
、
実
際
の
支
給
時
に
食
口

一
―
二
人
分
を
、
あ
る
い
は
人
別
支
給
量
を
上
乗
せ
し
て
支
給
す
る
よ
う
求
め

た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
基
準
と
し
て
の
食
口
と
、
実
際
の
支
給
と

の
間
に
、
い
わ
ば
運
用
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
の
表
現
と
思
わ
れ

ＺＯ
。こ

れ
ら
の
食
口
申
告
文
書

・
食
口
記
録
が
、
あ
る

一
日
の
食
口
を
記
し
て
い

る
の
か
、
あ
る
期
間
の
食
口
を
記
し
て
い
る
の
か
は
、
判
断
が
難
し
い
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
日
付
を
記
さ
な
い
も
の
が
多
数
見
ら
れ
る
か
ら
、

特
定
の
一
日
だ
け
に
該
当
す
る
食
口
を
記
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
と
思
う
。

食
米
の
調
達

・
請
求
や
決
算
な
ど
が
月
毎
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

部
内
の
食
日
の
申
告

・
記
録
も
月
毎
に
な
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、

そ
の
場
合
に
は
、
月
の
記
載
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

そ
れ
ら
の
木
簡
は
、
食
日
の
申
告

・
記
録
が
な
さ
れ
た
時
点
で
の
食
口
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
次
の
申
告

・
記
録
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
そ
の
食
回
数
が
適

用
さ
れ
る
と
い
っ
た
運
用
方
法
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
門
の
食
口

申
告
文
書

。
食
口
記
録
で
、
人
員
の
構
成
が
僅
か
に
異
な
る
例
が
い
く
つ
も
見

ら
れ
る
こ
と
な
ど
は
、
こ
う
し
た
運
用
方
法
に
適
合
的
な
状
況
と
も
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
点
は
決
め
手
を
欠
き
、
今
の
と
こ
ろ
判
断
を
保
留
せ
ざ
る
を

得
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
述
べ
た
二
条
大
路
木
簡
の

「門
号
木
簡
」
は
、
門
の
警

備
に
当
た
っ
て
い
る
者
へ
の
食
料
の
請
求

・
給
付
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
い

わ
ゆ
る

「西
宮
兵
衛
木
簡
」
と
同
様
の
機
能
を
持
つ

「伝
票
木
簡
」
の
事
例
と

こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
編
¨
「西
宮
兵
衛
木
簡
」
の

「伝
票
木
簡
」
に
つ
い
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て
は
前
に
も
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
は
、

『平
城
宮
木
簡
　
一
・
解
説
』
が
述
べ
る
よ
う
に
、
西
官
の
警
護
に
当
た
る
兵

衛
に
関
わ
る
木
簡
で
あ
り
、
出
土
地
点
か
ら
見
て
兵
衛
の
所
属
す
る
本
府

盆
ハ

衛
府
）
で
は
な
く
、
西
官
警
護
の
た
め
の
兵
衛
詰
所
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
廃
棄

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
〔史
料
５８
〕
西
宮
東

一
門
二
門
食
口
記
は
そ
の

一
例
で
あ
る
が
、
「朝
夕
料
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
食
米
支
給
に
関
わ
る
内
容
と

考
え
ら
れ
る
。
『平
城
宮
本
簡
　
一
・
解
説
』
で
は
、　
一
括
資
料
の
中
に

〔史

料
５９
〕
西
宮
兵
衛
請
飯
文
の
よ
う
に
食
米
請
求
文
書
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な

例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
〔
史
料
５８
〕
の
よ
う
な
形
の
も
の
も
食
米
請
求
の
目
的

を
持
つ
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
〔史
料
６０
〕
食
司
西
宮
兵
衛
食
口
状
に
発
信

人
と
し
て
見
え
る
食
司
が
、
兵
衛
詰
所
の
食
料
担
当
官
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ら
の

「西
宮
兵
衛
木
簡
」
は
、
兵
衛
詰
所
が
本
府

（あ
る
い
は
大
炊

寮
）
に
対
し
て
食
米
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
本
府
か
ら
食
料
が
支

給
さ
れ
る
際
に
、
誰
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
か
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
食

料
に
付
し
て
詰
所
に
戻
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
し
、
こ
れ
を

「伝
票
木
簡
」
と
称

し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
『平
城
宮
木
簡
　
一
。
解
説
』
の
こ
う
し
た
解
釈
に
は
い
く
つ
か

問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
こ
れ
ら
木
簡
に
は
食
米
の
量
の
記
載
が
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
ず
、
上
述
の
二
条
大
路
木
簡
の
食
口
関
係
木
簡
と
同
様
、
食
米
の

実
際
の
支
給
に
直
ち
に
結
び
つ
く
も
の
と
は
解
し
難
い
。
個
々
の
食
米
支
給
の

請
求
と
い
う
機
能
で
は
な
く
、
や
は
り
食
口
に
関
す
る
文
書

・
記
録
に
該
当
す

る
も
の
と
考
え
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
〔史
料
５８
〕
は
、
内
容
に
文
書
と

し
て
の
要
素
が
な
く
、
記
録
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
二
条
大
路
木
簡
の

〔史

料
５７
〕
と
ほ
ぼ
同
じ
形
式
で
あ
り
、
食
米
の
収
納

・
支
給
担
当
部
署

（テ」
こ
で

は
兵
衛
詰
所
）
で
作
成
さ
れ
た
食
日
の
記
録
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
〔
史
料

５９
〕
は
、
「請
飯
」
の
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
文
書
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り

支
給
請
求
の
量
を
記
し
て
お
ら
ず
、
二
条
大
路
木
簡
の

〔史
料
５３
〕
等
と
同
様

の
食
口
申
告
文
書
と
考
え
た
い
。
〔
史
料
６０
〕
は
、
日
下
の
発
信
人
名
の
下
に

「状
」
と
あ
っ
て
文
書
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
各
門
毎
の
食
口
を
通
達
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
食
司
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、

兵
衛
詰
所
の
食
料
担
当
者
で
は
な
く
、
本
府
の
食
米
管
理
担
当
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
各
門
の
食
口
に
つ
い
て
、
本
府
の
側
か
ら
詰

所
に
対
し
て
指
示
が
出
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
以
上
の

よ
う
に
、
「西
宮
兵
衛
木
簡
」
は
食
回
の
管
理
に
関
わ
る
文
書

・
記
録
の
木
簡

と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
も

「伝
票
木
簡
」
な
る
存
在

を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
食
回
の
申
告
文
書
や
、
食
口
を
書
き
上
げ
た
記
録
の

存
在
が
推
定
さ
れ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
と
類
似
す
る
機
能
や
関
連
す
る
用
途
を

担
っ
た
と
思
わ
れ
る
事
例
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
先
に
挙
げ
た

〔史
料
５０
〕

〔史
料
５‐
〕
〔史
料
５２
〕
な
ど
の

一
ヶ
月
分
の
食
米
の
請
求
文
書
が
注
目
さ
れ

る
。
食
米
の
部
内
で
の
支
給
、
個
人
に
対
す
る
支
給
が
月
毎
に
行
な
わ
れ
る
と

は
考
え
に
く
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
本
簡
が
受
信
側
で
保
管

・
利
用
さ
れ
た



と
し
て
も
、
出
用
記
録
と
し
て
の
用
途
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と
を
先
に
述
べ
た
。

こ
れ
ら
は
、
あ
る
期
間
に
必
要
と
な
る
食
米
を
事
前
に
申
告
し
た
も
の
で
あ
り
、

い
わ
ば
食
口
申
告
文
書
と
同
様
の
機
能
を
持

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
す
れ
ば
、
食
日
の
管
理
に
用
い
る
た
め
に
保
管
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ

つヽ
。〔史

料
６．
〕
某
所
食
口
記
は
、
某
所
で
の
食
米
支
給
に
つ
い
て
集
計
し
た
記

録
で
あ
る
が
、
片
面
に
は
合
計
人
数
を
記
し
た
上
で
、
そ
の
内
訳
と
し
て
日
別

食
米
支
給
量
ご
と
の
人
数
と
合
計
食
米
量
を
示
し
、
ズ
ロ飯
」
と
し
て
食
米
量

の
総
計
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
裏
面
に
は
、
所
属

・
職
種
毎
の
人
数
内
訳
を
記

し
て
い
る
。
食
米
の
出
用
記
録
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
〔史
料
６
〕
や

〔史

料
４５
〕
に
掲
げ
た
正
倉
院
文
書
の
中
の
日
毎
食
口
帳
の
一
日
分
の
記
載
に
類
似

し
た
形
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
ｏ
日
毎
食
日
帳
で
は
、
そ
の
日
の
用
米
合
計

を
記
載
し
た
部
分
に
、
「欠
米
」
「乗
米
」
等
の
額
を
注
記
し
、
実
際
の
収
納

・

出
用
量
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
が
、
〔史
料
６．
〕
で
も
、
「合

飯
」
記
載
の
横
に
、
そ
れ
と
異
な
る
食
米
量
の
注
記
が
見
ら
れ
、
日
毎
食
口
帳

と
同
様
の
性
格
の
注
記
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
日
毎
食
口
帳
の
一
日
分
を

構
成
す
る
記
載
が
木
簡
に
記
さ
れ
た
の
が
本
木
簡
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
紙
に

書
か
れ
た
日
毎
食
口
帳
の
草
条
に
相
当
す
る
も
の
と
も
い
え
る
が
、
む
し
ろ
こ

う
し
た
木
簡
の
集
合
こ
そ
が
日
毎
食
口
帳
の
原
型
で
あ
り
、
そ
れ
を
転
記
し
た

の
が
紙
の
日
毎
食
口
帳
に
な
る
と
い
う
関
係
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
紙
の
日
毎
食
口
帳
の
存
在
が
前
提
と
な
っ
て
木
簡
の
食
口
記
録
が
作
成

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
木
簡
の
食
口
記
録
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
紙
の
日
毎

食
口
帳
の
形
態
が
生
じ
た
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
紙
の
日
毎
食
口
帳
の
書
式
自

体
、
木
簡
の
形
態
を
前
提
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

〔史
料
６２
〕
某
所
近
衛
等
食
口
歴
名
記
も
、
食
国
の
管
理
に
関
わ
る
記
録
と

思
わ
れ
る
。
同
類
の
木
簡
が
他
に
数
点
出
土
し
て
い
る
。
〔史
料
６２
〕
は
、
縦

を
数
段
に
区
切
っ
て
近
衛
ら
の
氏
名
と
、
そ
の
一
人

一
人
の
食
米
の
日
別
支
給

量
を
書
き
上
げ
、
そ
の
段
の
食
米
量
の
小
計
と
思
わ
れ
る
額
が
、
材
を
横
に
し

た
方
向
で
段
毎
に
注
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
材
の
左
下
角
に
は
穿
孔
が
あ
る
。

こ
う
し
た
木
簡
は
、
食
米
の
請
求

・
支
給

・
決
算
等
に
際
し
て
食
日
の
台
帳
と

し
て
利
用
す
る
た
め
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

以
上
、
食
料
や
そ
の
他
の
物
品
の
収
納

。
出
用
の
記
録
を
中
心
に
、
木
簡
を

用
い
た
記
録
の
様
相
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
っ
た
。
い
く
つ
か
の
事
例
に
つ
い

て
、
従
来
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
再
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
状
況
を
指

摘
し
、
合
わ
せ
て
物
品
の
出
納
に
関
す
る
文
書

・
記
録
の
分
類
と
し
て
、
収
納

と
出
用
に
注
目
す
る
こ
と
が

一
定
の
有
効
性
を
持
つ
こ
と
を
提
示
で
き
た
と
思

う
。
た
だ
、
本
稿
は
試
行
的
な
作
業
の
報
告
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
扱

っ

た
内
容
や
取
り
上
げ
た
事
例
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
対
象
を
広
げ
た
本
格
的
な

検
証
作
業
が
今
後
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
自
ら
の
課



帳簿と木簡

題
と
も
し
た
い
。

本
稿
で
の
作
業
を
通
じ
て
い
く
つ
か
気
づ
い
た
点
を
最
後
に
述
べ
て
お
き
た

い
。
第

一
に
、
紙
の
文
書

・
記
録
と
木
簡
の
文
書

・
記
録
に
対
す
る
視
点
に
つ

い
て
で
あ
る
。
諸
官
司
に
お
け
る
文
書

・
記
録
を
用
い
た
政
務
処
理
の
シ
ス
テ

ム
の
中
で
、
紙
の
世
界
と
木
簡
の
世
界
は
別
々
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
連

続
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
な
お
我
々
の
感
覚
は
、
連
続
性
の
認
識
に
お
い
て
不
十
分
な
点

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
木
簡
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
記
録
は
、
い

わ
ば
未
完
成
な
中
間
段
階
の
記
録
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
基
礎
的
な
資
料
と
な
っ

て
、
整
っ
た
形
の
紙
の
帳
簿
が
作
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
の
が
、
我
々
の
多
く

が
共
通
し
て
持

っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
今
回

の
検
討
に
よ
れ
ば
、
木
簡
に
記
さ
れ
る
内
容
と
、
紙
に
記
さ
れ
る
内
容
と
が
、

必
ず
し
も
記
述
情
報
と
し
て
の
精
粗
を
伴
な
わ
な
い
様
相
を
見
る
こ
と
が
で
き

た
。
木
簡
の
記
述
情
報
の
集
合
を
そ
の
ま
ま
転
記
す
れ
ば
、
そ
こ
に
紙
の
帳
簿

が
形
成
さ
れ
る
と
い
っ
た
関
係
で
あ
り
、
い
わ
ば
木
簡
が
集
合
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
た
段
階
で
、
そ
れ
自
体
が
既
に
必
要
な
記
述
情
報
を
備
え
た
帳
簿
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
紙
の
記
録
と
木
簡
の
記
録
に
つ
い
て
、
相
互
の

関
係
を
よ
り
引
き
つ
け
た
形
の
分
析
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い

わ
ば
、
紙
か
木
簡
か
と
い
う
記
料
の
違
い
を
捨
象
す
る
こ
と
の
で
き
る
統

一

的

・
連
続
的
な
視
点
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い

て
は
、
木
簡
の
記
述
情
報
を
紙
に
転
記
す
る
こ
と
は
、
帳
簿
の
作
成
と
い
う
よ

り
は
、
帳
簿
の
書
写
に
近
似
す
る
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
な
う
か
ど
う
か
は
、

そ
の
帳
簿
の
用
途
や
作
成
目
的
に
応
じ
て
判
断
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
紙
か
木
簡

か
と
い
う
記
料
の
選
択
が
、
記
述
の
内
容
で
は
な
く
、
そ
の
帳
簿
の
用
い
ら
れ

方
に
左
右
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
当
初
か
ら
紙
に
書
き
付
け
ら

れ
た
帳
簿
も
存
在
し
た
筈
で
あ
る
。
あ
る
記
述
情
報
を
書
き
つ
け
る
の
に
紙
も

木
簡
も
選
択
可
能
な
状
況
に
お
い
て
、
な
ぜ
紙
が
、
な
ぜ
木
簡
が
選
ば
れ
た
の

か
、
こ
の
こ
と
を
追
求
す
る
視
点
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
紙
と
木

簡
の
使
い
分
け
の
解
明
に
も
つ
な
が
る
課
題
で
あ
る
。

第
二
に
、
木
簡
の
呼
称
に
関
す
る
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
。
木
簡
に
そ
の
機

能
を
表
す
名
称
を
付
し
て
呼
ぶ
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
行
な
わ
れ
て
き
た
。
そ

の
こ
と
自
体
は
、
同
種
の
木
簡
を
抽
出
し
、
そ
の
特
徴
を
簡
潔
に
示
す
上
で
有

効
な
方
法
で
あ
る
。
た
だ
、
厳
密
な
意
味
で
の
術
語
と
し
て
用
い
る
に
は
概
念

に
曖
味
な
点
の
見
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
た
め
、
内
容

・
性
格

・
機
能
の

異
な
る
木
簡
が
同
じ
よ
う
な
名
称
で
呼
称
さ
れ
る
と
い
っ
た
混
乱
が
生
じ
つ
つ

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
木
簡
の
記
述
情
報
が
文
書
か
記
録
か
、
ま
た
記
述
情

報
の
伝
達
が
終
了
し
た
後
に
如
何
な
る
機
能
を
果
し
た
か
と
い
っ
た
点
を
判
別

し
て
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
呼
称
が
、
今
後
必
要
と
な
ろ
う
。
従
来
の
呼
称

の
あ
り
方
に
は
、
無
意
識
的
に
せ
よ
こ
う
し
た
判
別
を
回
避
す
る
傾
向
が
あ
っ

た
と
思
う
。

こ
の
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
、
「伝
票
木
簡
」
と
い
う
呼
称
の
持
つ
問
題
点
に

も
触
れ
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
い
わ
ゆ
る

「伝
票
木
簡
」
の
存
在
を
否
定
的



に
捉
え
た
が
、
同
時
に

「伝
票
木
簡
」
と
い
う
用
語
自
体
、
そ
の
使
用
に
は
慎

重
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
従
来
の
木
簡
研
究
で
用
い
ら
れ
て
い
る

「伝

票
」
の
語
は
、
そ
れ
が
文
書
か
記
録
か
と
い
う
違
い
を
こ
と
さ
ら
に
区
別
し
な

い
表
現
で
あ
り
、
西
宮
兵
衛
の

「伝
票
木
簡
」
や
、
長
屋
王
家
の
食
料
支
給

「伝
票
木
簡
」
は
、
分
類
上
は
記
録
木
簡
に
含
め
ら
れ
な
が
ら
、
請
求
内
容
な

い
し
敲
輪
内
容
の
相
手
先

へ
の
伝
達
と
い
う
機
能
を
持
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
両
者
の

「伝
票
木
簡
」
の
意
味
す
る
具
体
的
内
容
に
違
い
が

あ
る
こ
と
は
、
上
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
発
信
主
体

・
作
成
主
体

の
位
置
付
け
や
、
文
書

・
記
録
と
し
て
の
機
能
が
異
な
る
事
例
を
、
同
じ
名
称

の
も
と
に

一
括
り
に
し
て
し
ま
つ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
事
態

が
生
じ
た
の
は
、
文
書
か
記
録
か
と
い
う
弁
別
を
曖
味
に
し
て
き
た
こ
と
の
一

つ
の
帰
結
で
あ
る
と
思
う
。
ひ
い
て
は
、
食
料
支
給
関
係
以
外
の
文
書
木
簡
に

対
し
て
も
、
帳
簿

・
記
録
に
該
当
す
る
機
能
を
持
つ
も
の
は

一
槻
に

「伝
票
」

と
称
す
る
用
例
が
生
ま
れ
、
「米
を
進
上
し
た
伝
票
木
簡
」
、
「氷
な
ど
を
進
上

し
た
伝
票
木
簡
」
と
い
つ
た
表
現
も
使
わ
れ
て
い
続
呼
文
書
と
記
録
と
い
う
分

類
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
古
文
書
学
の
展
開
の
中
で
再
検
討
の
必
要
が
提
唱
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
両
者
の
違
い
を
無
視
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
よ
り
厳
密

な
機
能
分
析
に
根
差
し
た
検
討
の
必
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
「伝
票
」

と
称
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
文
書
と
記
録
の
相
違
に
関
し
て
思
考
停
止
に
陥
る

傾
向
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
危
惧
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

第
三
に
、
上
記
の
点
と
も
関
わ
つ
て
、
木
簡
に
文
書
名
を
付
す
る
こ
と
の
利

点
を
指
摘
し
た
い
。
木
簡

へ
の
文
書
名
付
与
に
つ
い
て
は
、
木
簡
学
会
に
お
け

る
討
議
の
場
な
ど
で
そ
の
必
要
性
が

一
部
で
唱
え
ら
れ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
調

査
報
告
の
迅
速
な
公
表
と
の
両
立
の
困
難
さ
な
ど
か
ら
の
慎
重
論
も
強
く
、
こ

れ
ま
で
本
格
的
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
木
簡

の
研
究
利
用
の
た
め
の
環
境
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
現
状
に
は
い
く
つ
か
問
題

が
感
じ
ら
れ
る
。
本
簡
は
こ
れ
ま
で
に
膨
大
な
数
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
内
容
を
通
覧
す
る
に
は
、　
一
々
の
釈
文
に
目
を
通
す
し
か
方
法
が
な
い
。
ま

た
、
論
文
の
中
な
ど
で
、
木
簡
を
特
定
し
そ
の
内
容
を
示
す
際
に
も
、
釈
文
を

引
用
し
、
さ
ら
に
説
明
を
付
け
る
と
い
っ
た
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

が
多
い
。
木
街
の
内
容
や
機
能
を
簡
潔
に
示
す
こ
と
の
で
き
る
名
称
の
必
要
性

を
強
く
感
じ
る
所
以
で
あ
る
。
紙
に
書
か
れ
た
文
書

・
記
録
に
あ
つ
て
は
、
い

か
な
る
時
代
の
も
の
で
あ
れ
、
文
書
名
を
示
し
た
文
書
目
録
を
作
成
す
る
こ
と

が
学
術
利
用
の
た
め
の
第

一
歩
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
木
簡
に
書
か
れ
た
文

書

・
記
録
に
つ
い
て
の
み
、
そ
れ
と
は
異
な
る
道
を
歩
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
木
簡
に
書
か
れ
た
文
書

・
記
録
の
場
合
、
断
片
的
な
も
の
が

相
当
の
割
合
を
占
め
て
い
る
た
め
、
そ
の
内
容
や
機
能
を
判
定
す
る
こ
と
に
は

多
大
な
労
力
が
必
要
と
な
り
、
現
実
に
は
文
書
名
の
付
与
が
不
可
能
な
事
例
が

多
数
生
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
当
初
か
ら
全

て
の
木
簡

・
削
暦
へ
の
文
書
名
付
与
を
目
標
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
か
ろ

う
。
し
か
し

一
方
で
、
こ
れ
ま
で
か
な
り
の
数
の
本
簡
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容

や
機
能
の
解
明
が
進
め
ら
れ
、
報
告
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
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木
簡
を
学
術
研
究
に
利
用
す
る
際
に
も
、
そ
の
内
容
等
に
関
す
る

一
定
の
判
断

が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
過
所
木
簡

。
郡
符
木
簡
と
い
っ
た
文
書
名

に
近
い
形
の
通
称
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た

一
定
の
内
容
的
検
討
を
経

た
木
簡
に
限
れ
ば
、
文
書
名
の
付
与
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

む
し
ろ
文
書
名
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
文
書

・
記
録
の
発
信

・
作
成
主
体
の
解

明
や
機
能
の
分
析
を
う
な
が
し
、
新
た
な
視
点
の
研
究
を
導
く
指
針
と
な
る
こ

と
が
期
待
で
き
る
。

文
書
名
と
い
う
と
、
固
定
的

・
安
定
的
で
あ
る
べ
き
印
象
が
持
た
れ
が
ち
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
目
標
は
そ
こ
に
置
く
と
し
て
も
、
現
実
に
は
そ
う
は
な
ら
な

い
方
が
自
然
で
あ
る
。
正
倉
院
文
書
の
例
で
い
え
ば
、
奈
良
時
代
当
時
の
呼
称
、

江
戸
時
代
の
諸
学
者
の
用
い
た
文
書
名
、
『正
倉
院
古
文
書
目
録
』
（奈
良
博
目

録
）、
『大
日
本
古
文
書
』
、
『正
倉
院
文
書
目
録
』
、
『正
倉
院
古
文
書
影
印
集

成
』
等
々
で
付
さ
れ
た
文
書
名
に
は
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
し
、
現
時
点
で
研

究
者
が
独
自
の
文
書
名
を
付
与
す
る
こ
と
も
当
然
あ
り
う
る
。
い
ず
れ
か
の
文

書
名
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
と
も
、
視
点
が
違
え
ば
異
な
る
文
書

名
が
あ
っ
て
な
ん
ら
差
し
支
え
な
い
。
む
し
ろ
文
書
名
の
変
動
の
背
後
に
は
、

研
究
の
進
展
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
木
簡

へ
の
文
書
名
の

付
与
は
、
研
究
に
余
分
な
手
間
を
増
や
す
こ
と
で
は
な
く
、
研
究
の
新
た
な
展

開

。
深
化
の
出
発
点
に
な
る
と
思
う
。
そ
れ
が
調
査
担
当
者
の
負
担
増
と
い
う

形
で
は
な
く
、
木
街
を
利
用
す
る
研
究
者
総
体
の
課
題
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ

と
を
こ
こ
で
願
い
た
い
。

註
（
１
）

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編

『平
城
宮
木
簡
　
一
・
解
説
』
盆

九
六
九
年
）
。

ま
た
こ
れ
以
後
の
各
種
の
木
簡
報
告
書
も
こ
の
分
類
を
お
お
む
ね
踏
襲
し
て
い
る
。

（
２
）

な
お
、
文
書

・
帳
簿
等
の
用
語
に
つ
い
て
さ
ほ
ど
厳
密
な
定
義
付
け
を
行
な
う

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
稿
で
は

一
応
の
目
安
と
し
て
次
の
よ
う
な
意
味
合
い
で

用
い
る
こ
と
と
す
る
。

文
書

（狭
義
）
―
具
体
的
に
特
定
さ
れ
る
発
信
者

・
受
信
者
が
存
在
し
、
何
ら

か
の
意
思
を
伝
達
す
る
働
き
が
あ
る
記
述

（物
）
。

帳
簿

・
記
録
―
発
信
者

・
受
信
者
を
具
体
的
に
特
定
せ
ず
に
、
物
品
の
出
入
り

な
ど
に
つ
い
て
日
ご
と
人
ご
と
そ
の
他
の
形
式
で
記
載
し
た
記
述

（物
）
。

た
だ
し
、
記
録
と
い
う
場
合
に
は
、
後
述
す
る
継
文
の
よ
う
に
、
文
書

（狭

義
）
の
形
態

。
様
式
を
備
え
る
記
述
が
集
合
体
と
な
る
こ
と
で
帳
簿
と
同
様

の
機
能
を
持
つ
よ
う
な
形
態
を
含
め
た
意
味
で
も
用
い
る
。

広
義
の
文
書
を
示
す
場
合
に
は
、
「文
書

・
記
録
」
の
如
く
表
記
す
る
。
ま
た
、

あ
る
記
述

・
書
記
内
容
が
文
書
で
あ
る
こ
と
を
示
す
呼
称
と
し
て

「
１
文
」
を
、

帳
簿
で
あ
る
こ
と
を
示
す
呼
称
と
し
て

「
―
帳
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
と
し

た
い
。
但
し
、
帳
簿

・
記
録
と
し
て
の
記
述

・
書
記
内
容
が
断
片
的
な
場
合
に
は
、

「
―
記
」
の
語
も
用
い
る
。
な
お
、
「文
書
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
注

（
１２
）

も
参
照
。

（
３
）

横
田
拓
実

「文
書
様
木
簡
の
諸
問
題
」
（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『研
究
論

集
　
Ⅳ
』

一
九
七
八
年
）

（
４
）

渡
辺
晃
宏
Ａ

「長
屋
王
家
木
簡
と
二
つ
の
家
政
機
関
」
翁
奈
良
古
代
史
論
集
』

二
、　
一
九
九

一
年
）、
寺
崎
保
広

「木
簡
論
の
展
望
―
文
書
木
街
と
荷
札
木
簡
」

翁
新
版
　
古
代
の
日
本
　
一
〇
』
角
川
書
店
、　
一
九
九
三
年
）
、
鶴
見
泰
寿

「長

屋
王
家
木
簡
と
奈
良
宮
務
所
」
翁
考
古
学
論
孜
』

一
九
、　
一
九
九
五
年
）、
福
原

栄
太
郎

「長
屋
王
家
木
簡
に
み
え
る
木
上
に
つ
い
て
」
亀
日
本
歴
史
』
五
六
二
、

一
九
九
五
年
）、
森
公
章
Ａ

「長
屋
王
家
木
簡
三
題
」
（同

［長
屋
王
家
木
簡
の
基



礎
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
渡
辺
晃
宏
Ｂ

「削
婿
か
ら
見
た
長

屋
王
家
木
簡
」
令
木
簡
研
究
』
二

一
、　
一
九
九
九
年
）
、
勝
浦
令
子

「長
屋
王
家

の
米
支
給
関
係
木
簡
」
（同
）
な
ど
。

（
５
）

東
野
治
之
Ａ

「奈
良
平
安
時
代
の
文
献
に
現
わ
れ
た
木
簡
」
、
同
Ｂ

「正
倉
院

伝
世
木
簡
の
筆
者
」
（
い
ず
れ
も
同

『正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、

一
九
七
七
年
）
、
同
Ｃ

「正
倉
院
木
簡
の
用
途
」
（同

『長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
』

塙
書
房
、　
一
九
九
六
年
）
等
。

（
６
）

な
お
、
写
経
所
文
書
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
は
、
正
倉
院
文
書
の
総
体
と
し
て
の

復
原
と
い
う
問
題
関
心
に
発
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で
正
倉
院
文
書
を

記
載
内
容
か
ら
だ
け
見
る
の
で
は
な
く
、
「も
」
の
と
し
て
の
文
書
に
目
を
向
け

る
視
点
が
意
識
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
木
簡
研
究
の
方
法
に
刺
激

さ
れ
た
研
究
の
展
開
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。

（
７
）

大
平
聡
Ａ

「正
倉
院
文
書
研
究
試
論
」
翁
日
本
史
研
究
』
三

一
八
、　
一
九
八
九

年
）
、
同
Ｂ

「写
経
事
業
と
帳
簿
」
（石
上
英

一
・
加
藤
友
康

・
山
口
英
男
編

『古

代
文
書
論
―
正
倉
院
文
書
と
木
簡

・
漆
紙
文
書
』
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
九
九

年
）
。

（
８
）

杉
本

一
樹
Ａ

「正
倉
院
文
書
」
３
岩
波
講
座
日
本
通
史
　
四

・
古
代
一通

岩
波

書
店
、　
一
九
九
四
年
）
、
同
Ｂ

「古
代
文
書
と
古
文
書
学
」
（皆
川
完

一
編

『古
代

中
世
史
料
学
研
究
　
上
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
八
年
）
、
同
Ｃ

「正
倉
院
文
書

の
原
本
調
査
」
（前
掲

『古
代
文
書
論
ｂ
。

（
９
）

拙
稿

「正
倉
院
文
書
の
継
文
に
つ
い
て
」
（前
掲

『古
代
文
書
論
じ
。

（
１０
）

大
平
聡
Ｂ
論
文
、
杉
本

一
樹
Ｃ
論
文
等
参
照
。

（
Ｈ
）

継
文
に
は
、
単
独
で
機
能
す
る
文
書
を
複
数
貼
り
継
い
だ
様
態
と
、
あ
ら
か
じ

め
貼
り
継
が
れ
た
料
紙
に
複
数
の
文
書
を
書
き
継
ぐ
様
態
の
二
種
類
が
あ
る
。
た

だ
し
、
両
者
の
機
能
的
な
違
い
等
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た

両
者
の
様
態
が
混
在
す
る
場
合
も
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
両
者
及
び
そ
れ
ら

の
混
在
形
態
も
含
め
て
、
継
文
と
し
て
捉
え
て
お
き
た
い
。
以
下
、
継
文
に
つ
い

て
は
、
前
掲
拙
稿
参
照
。

（
・２
）
　

「文
書
」
の
用
語
は
、
先
に
見
た
広
義

・
狭
義
と
は
別
の
点
で
も
概
念
と
し
て

曖
味
な
部
分
が
あ
り
、
特
に

「も
の
」
と
し
て
の
文
書
に
つ
い
て
叙
述
す
る
場
合

に
問
題
が
感
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「正
文
と
案
文
は
別
の
文
書
で
あ
る
」
と
い

う
よ
う
な
言
い
方
は
、
意
味
の
つ
か
み
に
く
い
表
現
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
逆
に
、
「同
じ
文
書
が
教
ケ
所
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
」
と
い
つ
た
表
現

に
は
比
較
的
抵
抗
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「文
書
」
と
い
っ
た
場

合
、
そ
こ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
情
報

（記
述
情
報
）
に
引
き
つ
け
た
意
味
で
の
用

法
が

一
般
的
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
特
定
の
記
述
情
報
と
、
そ
れ
を
書
き
記
し
た

特
定
の
書
記
媒
体

（紙
や
木
な
ど
。
以
下
で
は

「記
料
」
と
称
す
る
）
と
の
組
み

合
わ
せ
の
意
味
で

「文
書
」
の
語
を
用
い
て
も
、
必
ず
し
も
正
確
に
理
解
さ
れ
な

い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

「も
の
」
と
し
て
の
文
書
を
論
ず
る
際
に
は
、

同
じ
記
述
情
報
を
持
つ
文
書
で
あ
っ
て
も
、
正
文
と
案
文
と
は
別
の
個
体
と
し
て

捉
え
、
そ
の
こ
と
を
記
述
で
き
る
表
現
が
必
要
と
な
ろ
う
。
従
来
は
、
「文
書
の

正
文
」
「文
書
の
案
文
」
等
と
表
現
す
る
こ
と
で
こ
の
問
題
は
回
避
さ
れ
て
き
た

と
思
わ
れ
る
が
、
木
簡
や
正
倉
院
文
書
を
扱

っ
て
い
る
と
、
従
来
の
正
文

・
案
文

と
い
う
概
念
自
体
に
見
直
し
の
必
要
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
く
と
も
、
正
文

や
案
文
が
各
々
複
数
存
在
す
る
状
況
を
記
述
す
る
の
に
、
従
来
の
表
現
で
は
対
応

で
き
な
い
場
合
も
出
て
こ
よ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
特
定
の
記
述
情
報
と
特
定

の
書
記
媒
体
の
組
み
合
わ
せ
を
示
す
意
味
で
、
「個
体
と
し
て
の
文
書
」
「文
書
個

体
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
・３
）

布
施
申
請
文
書
の
例
な
ど
。
石
上
英

一

『日
本
古
代
史
料
学
』
（東
京
大
学
出

版
会
、　
一
九
九
七
年
）
第

一
編
第
三
章
第
二
節
、
前
掲
拙
稿
参
照
。

（
‐４
）

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
と
同
じ
記
述
情
報
を
持
っ
た
別
の
文
書
個
体

（正
文
な
ど
）

が
、
受
信
者
の
も
と
に
送
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
‐５
）

正
倉
院
伝
世
木
街
に
つ
い
て
は
、
前
掲
東
野
治
之
Ａ

・
Ｂ

。
Ｃ
論
文
、
杉
本

一

樹
Ｄ

「正
倉
院
」
（木
簡
学
会
編

『日
本
古
代
木
簡
選
』
岩
波
書
店
、　
一
九
九
〇
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年
）
を
参
照
。

（
・６
）

本
稿
で
言
及
す
る
史
料
の
典
棚
等
は

〔表
Ｉ
　
史
料

一
覧
〕
に
整
理
し
、　
一
部

の
釈
文
と
と
も
に
本
稿
末
尾
に
掲
げ
た
。

（
Ｗ
）

継
文
の
復
原
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『正
倉
院
文
書
目
録

四

・
続
修
別
集
』
（東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
九
九
年
）
の
本
文
及
び
補
遺
参
照
。

（
‐８
）

前
掲
東
野
治
之
Ｂ
論
文
、
杉
本

一
樹
Ｄ
論
文
。

（
・９
）

前
掲
東
野
治
之
Ａ
論
文
が
、
正
倉
院
伝
世
木
簡
と
の
対
照
や
、
文
中
に

「札

（札
と

の
文
字
の
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
具
体
的
事
例
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
２０
）

天
平
宝
字
六
年
十
二
月
十
五
日
石
山
院
解

（正
倉
院
文
書

・
続
々
修
四
峡
二

一

裏
、
『大
日
本
古
文
書
』
（以
下
、
古
と
略
記
）
五
ノ
ニ
人
九
十
二
九
〇
）
。

（
２‐
）

前
掲

『平
城
宮
木
簡
　
Ｉ

・
解
説
』
、
前
掲
東
野
治
之
Ａ
論
文
。

（
２２
）

食
口
案
に
つ
い
て
は
、
栄
原
永
遠
男

「
「食
口
案
」
よ
り
見
た
写
経
事
業
の
運

営
と
経
師
等
の
勤
務
状
況

（上
と

（
『古
代
史
研
究
』
三
、　
一
九
八
五
年
）、
西
洋

子

「食
口
集
の
復
原
ω
②
」
令
正
倉
院
文
書
研
究
』
四

・
五
、　
一
九
九
六

，
一
九

九
七
年
）
参
照
。

答
２３
）

月
別
食
口
文
の
実
例
と
し
て
は
、
天
平
勝
宝
二
年
写
書
所
食
口
案

（続
々
修
三

八
峡

一
、
古
十

一
ノ
三
二
七
十
二
三
五
）、
天
平
勝
宝
九
歳
写
書
所
食
口
案

（続
々
修
三
八
峡
六
、
古
四
ノ
三
二
九
十
二
三
〇
）
な
ど
参
照
。
な
お
、
前
掲
西

論
文
に
月
別
食
口
文

。
日
毎
食
口
帳
の
事
例
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
２４
）

例
え
ば
、
奉
写

一
切
経
所
日
毎
食
口
案

（神
護
景
雲
四
年
七
月
始
、
正
倉
院
文

書

・
続
々
修
三
九
峡
二
、
古
十
七
ノ
四
二
四
十
四
人
六
）
な
ど
。

（
２５
）

天
平
二
十
年
九
月
九
日
花
厳
供
所
牒

（正
倉
院
文
書

・
続
々
修
六
峡

一
、
古
十

ノ
八
二
十
人
三
）。

（
２６
）

注

（
υ

参
照
。

（
２７
）
　

「
お
わ
り
に
」
の
記
述
参
照
。

（
２８
）

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編

『藤
原
宮
木
簡
　
一
・
解
説
』
盆

九
七
八
年
）
。

（
２９
）
　

『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
（以
下
、
平
城
概
報
と
略
記
）
三
二
、

一
一
買
。

（
３０
）

渡
辺
晃
宏
Ｃ

「
二
条
大
路
木
簡
の
内
容
」
（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編

『平

城
京
長
屋
王
邸
宅
と
木
簡
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九

一
年
）
、
前
掲
寺
崎
保
広
論

文
。

（
３．
）

二
条
大
路
木
簡
の
中
に
宍
人
国
足
の
名
が
見
え
る
。
後
掲
の

〔
史
料
２６
〕
で
は
、

天
平
八
年
八
月
九
日
に
鴨
の
直
銭
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
と
は
別
の
銭

用
記

（二
条
大
路
木
簡
、
平
城
概
報
二
四
十
二

一
頁
上
段
）
で
も
、
「国
人
国
足
」

が
銭
の
支
給
を
受
け
て
い
る
。

（
３２
）

大
平
聡
Ｃ

「正
倉
院
文
書
に
見
え
る

「奉
請
と

〈
『ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
二
六
、

一
九
九
〇
年
）
参
照
。
例
え
ば
、
正
倉
院
文
書
の

「請
千
部
料
筆
墨
帳
」
と
称
す

る
帳
簿
は
、
筆
墨
の
収
納
記
録
で
あ
る

（正
倉
院
文
書

。
続
々
修
五
峡
五
、
古
十

ノ
十
十
五

こ
。

（
３３
）

墨
手
実

（宝
亀
五
年
八
月
、
正
倉
院
文
書

。
続
々
修
三
三
峡
五
、
古
二
十
二
ノ

五
〇
四
十
五
人
四
）
な
ど
。

（
３４
）

前
掲
寺
崎
保
広
論
文
。

（
３５
）

こ
れ
ら
が
木
上
司
か
ら
の
大
御
飯
米
進
上
に
関
わ
る
進
送
状
で
あ
る
こ
と
は
、

前
掲
福
原
栄
太
郎
論
文
に
よ
る
。
〔史
料
１８
〕
以
外
の
事
例
に
つ
い
て
も
同
論
文

参
照
。

（
３６
）
　

〔史
料
１９
〕
が
、
木
上
司
か
ら
進
上
さ
れ
た
大
御
飯
米
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
前
掲
福
原
栄
太
郎
論
文
参
照
。

（
３７
）
　

「某
日
進
」
で
始
ま
る
記
載
の
あ
る
面
が
収
納
記
録
、
「某
日
下
」
で
始
ま
る

記
載
の
面
が
出
用
記
録
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
う
し
た
形
で
収
納
記
録
と
出
用
記

録
が
密
接
に
結
び
つ
く
形
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
収
納
さ
れ
た
物
品
の
用
途

が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
独
立
し
た
運
用
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

前
掲
寺
崎
保
広
論
文
。

な
お
、
大
御
飯
米
が
届
く
度
に
進
送
文
書
を
転
記
し
た
と
考
え
た
の
で
は
、
進
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送
文
書
を
保
管
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
４０
）

こ
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
大
会
報
告
時
に
は
銭
の
出
用
記
録
の
例
と
考
え
た
が
、

舘
野
和
己
氏
よ
り
ご
教
示
を
い
た
だ
き
、
見
解
を
改
め
再
検
討
し
た
。

答
４．
）

舘
野
和
己

「長
屋
王
家
の
交
易
活
動
―
木
簡
に
見
え
る

「店
」
を
め
ぐ
っ
て
」

（奈
良
古
代
史
談
話
会
編

『奈
良
古
代
史
論
集
』
三
、
真
陽
社
、　
一
九
九
七
年
）
。

（
４２
）

後
掲
の

〔史
料
２６
〕
も
参
照
。

（
４３
）

銭
の
記
録
に
切
れ
込
み
の
あ
る
木
簡
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
に
つ
い
て
は
、
収

納
記
録
の

〔史
料
２０
〕
の
記
述
も
参
照
。

（
４４
）

こ
こ
で
は
、　
一
件
分
の
出
用
記
録
を
も
と
に
、　
一
定
期
間
の
出
用
記
録
が
別
途

作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。　
一
日
分
の
出
用
記
録
が

ま
と
ま
っ
た
形
で
存
在
す
れ
ば
、
そ
れ
が

一
定
期
間
の
出
用
記
録
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ま
と
め
ら
れ
た
内
容
が
、
他
の
木
簡
や
紙
に
転
記
さ
れ
る

な
ど
し
て
別
の
文
書

・
記
録
個
体
が
作
成
さ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
そ
う
で
な

い
場
合
も
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
４５
）

前
掲
鶴
見
泰
寿
論
文
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編

『平
城
京
左
京
二
条
二

坊

・
三
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告
―
長
屋
王
邸

・
藤
原
麻
呂
邸
の
調
査
―
』
第
Ⅳ
章

ｌ
Ａ

（奈
良
県
教
育
委
員
会
、　
一
九
九
五
年
）
。

（
４６
）

森
公
章
Ｂ

「長
屋
王
邸
宅
の
住
人
と
家
政
機
関
」
、
渡
辺
晃
宏
Ｄ

「長
屋
王
家

の
経
済
基
盤
」
（と
も
に
前
掲

『平
城
京
長
屋
王
邸
宅
と
木
簡
も
、
前
掲
渡
辺
晃

宏
Ａ
論
文
等
が
、
長
屋
王
家
木
簡
に
つ
い
て

「伝
票
木
簡
」
の
通
称
を
用
い
始
め

た
早
い
例
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
後
の
多
く
の
研
究
で
、
こ
の
通
称
が
使
用
さ

れ
て
い
る
。

（
４７
）

前
掲

『平
城
宮
木
簡
　
一
』
九

一
―

一
二
〇

。
一
三
二
ｔ

一
三
四
号
木
簡
。

〔史
料
５８
〕
〔史
料
６０
〕
等
参
照
。

（
４８
）

前
掲
渡
辺
晃
宏
Ｂ
論
文
、
前
掲
勝
浦
令
子
論
文
。

（
４９
）

正
倉
院
文
書
の
経
典
奉
請
文
な
ど
の
例
で
は
、
簡
便
な
方
法
と
し
て
、
借
用
請

求
元
か
ら
の
請
求
文
書
の
余
白
に
、
出
納
担
当
部
署

（写
経
所
）
に
対
し
て
出
用

を
命
じ
る
上
級
部
局

（造
東
大
寺
司
）
の
判
が
加
え
ら
れ
た
例
が
あ
る
。

（
５０
）

前
掲

『平
城
京
左
京
二
条
二
坊

・
三
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告
』
第
Ⅳ
章
ｌ
Ｂ
参

昭
粥

（
５．
）

以
上
、
横
材
木
簡
に
つ
い
て
は
、
前
掲
渡
辺
晃
宏
Ｂ
論
文
参
照
。

（
５２
）

横
材
の
日
毎
複
数
回
の
出
用
記
録
に
つ
い
て
、
「伝
票
木
簡
」
を
も
と
に
作
成

さ
れ
た
と
す
る
見
解

（前
掲
森
公
章
Ａ
論
文
）
や
、
「伝
票
木
簡
」
の
発
行
控
え

と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
す
る
見
解

（前
掲
渡
辺
晃
宏
Ｂ
論
文
）
が
出
さ
れ
て
い
る
。

（
５３
）

前
掲
渡
辺
晃
宏
Ａ

・
Ｂ
論
文
。

（
５４
）

長
岡
京
の
請
飯
木
簡
に
つ
い
て
は
、
今
泉
隆
雄

「長
岡
京
木
簡
と
太
政
官
厨

家
」
禽
木
簡
研
究
』

一
、　
一
九
七
九
年
）、
向
日
市
教
育
委
員
会
編

『長
岡
京
木

簡
　
一
・
解
説
』
全

九
八
四
年
）
第
三
章

一
参
照
。
ま
た
渡
辺
晃
宏
Ｅ

「長
岡

京
太
政
官
厨
家
木
簡
考
」
翁
古
代
文
化
』
四
九
十

一
一
、　
一
九
九
七
年
）
も
参
照
。

（
５５
）

延
喜
太
政
官
式
参
照
。

（
５６
）前
掲

『平
城
京
左
京
二
条
二
坊

・
三
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告
』
第
Ⅳ
章
ｌ
Ｂ
。
ま

た
、
森
公
章
Ｃ

「
二
条
大
路
木
簡
と
門
の
警
備
」
（前
掲

『長
屋
王
家
木
簡
の
基

礎
的
研
究
し

も
参
照
。

（
５７
）

平
城
概
報
二
九
、　
一
七
十

一
人
頁
参
照
。

（
５８
）

注

（
５６
）
に
同
じ
。
ま
た
、
二
条
大
路
木
簡
の
中
の

「門
号
木
簡
」
以
外
の
食

口
申
告
文
書
の
木
簡

（前
注
参
照
）
に
つ
い
て
は
、
請
米
文
書
木
簡
と
す
る
指
摘

が
あ
る

（前
掲
勝
浦
令
子
論
文
、
史
料
十
二

（
２
）
（
３
》
。

（
５９
）

注

（
２４
）
参
照
。

（
６０
）

前
掲

『平
城
宮
木
簡
　
一
・
解
説
』
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編

『平
城
京

木
簡
　
一
・
解
説
』
盆

九
九
五
年
）
。

（
６．
）

前
掲
鶴
見
泰
寿
論
文
。
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Ｗ

∽
パ

∞
］
ｏ

∽
∪

卜
『
伽
ｏ

∽
∪

ヽ
『
伽
ｏ

∽
∪

卜
Ｎ
伽
ｏ

∽
∪

卜
『
い
ｏ

古

〓
一一１
１３５
‐
‐４２

古

一
一
―
閉
１
５５７

古
三
十
５‐５

古
三
十
５５８

古
七
十
２９０
１
２９３

古

三
ハ１
３６
１
３７

古

互
ハ１
５
１
９

古

一
四
十
５５
１
５８

古

〓
一一１
４７０
１
４７‐

藤

一
十

一

邸
一≡
二
人

概
壬

一Ｉ
Ｈ
上

岡

一
十
三
人

宮

一
十

一
七
七

概
一
一五
十
２６

邸
七
二

概
垂

二
十
・８
下

概
二
五
十
１
下

史
料

（群
）
名
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＊

〔史
料
１８
〕

＊

〔史
料
１９
〕

＊

〔史
料
２０
〕

〔史
料
２．
〕

〔史
料
２２
〕

〔史
料
２３
〕

〔史
料
２４
〕

＊

〔史
料
２５
〕

＊

〔史
料
２６
〕

＊

〔史
料
２７
〕

〔史
料
２８
〕

〔史
料
２９
〕

＊

〔史
料
３０
〕

〔史
料
３‐
〕

〔史
料
３２
〕

〔史
料
３３
〕

〔史
料
３４
〕

＊

〔史
料
３５
〕

〔史
料
３６
〕

〔
史
料
３７
〕

〔史
料
３８
〕

〔史
料
３９
〕

〔史
料
４０
〕

＊

〔史
料
４‐
〕

＊

〔史
料
４２
〕

木
上
司
大
御
飯
米
進
上
文

長
屋
王
家
大
御
飯
米
収
納
井
出
用
帳

長
屋
王
家
店
物
直
銭
納
記

某
所
酒
屋
女
物
直
銭
用
記

某
所
四
種
物
直
銭
用
記

某
所
出
挙
銭
出
用
記

長
屋
王
家
功
銭
用
帳

長
屋
王
家
余
銭
用
帳

某
所
残
銭
用
帳

長
屋
王
家
塩
用
記

長
屋
王
家
銃
下
充
記

某
司
絶
下
充
記

某
所
西
坊
玉
需
充
用
井
返
納
記

某
所
年
魚
等
出
用
帳

某
司
絶
出
用
帳

長
屋
王
家
食
物
用
帳

長
屋
王
家
塩
雑
物
出
用
帳

某
所
燈
油
出
用
記

某
所
伊
賀
万
呂
等
衣
出
用
記

長
屋
王
家
若
翁
帳
内
食
米
出
用
記

長
屋
王
家
小
子
食
米
出
用
記

長
屋
王
家
御
郭
物
直
米
充
奉
記

長
屋
王
家
大
料
飯
出
用
記

長
屋
王
家
馬
司
帳
内
食
米
出
用
記

長
屋
王
家
尾
張
清
足
女
食
米
出
用
記

天
平

５

天
平
８

8  10  ?  9  8  12 7  12 12 12  7  9  4  2 11

２

１

２８

3  24 27  3  17 22 17 24 27 29  5  16 21 12  9
l              i   t   t   t
18               8  10  5

12  8  6

長
屋
王
家
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

二
条
大
路
木
簡

二
条
大
路
木
簡

二
条
大
路
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

二
条
大
路
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

平
城
宮
木
簡

二
条
大
路
木
簡

二
条
大
路
木
簡

平
城
宮
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

二
条
大
路
木
簡

二
条
大
路
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

Ξ
μ
穿
孔

牌駕

・
遭

・
］

２
牌
横
材

（留
じ

。
３
じ

・
卸

寓
牌
穿
孔

Ｐ謡

・
含
じ

・
∞

〇
〕
Ｐ　
　
］
］
６
卜・
卜
〇
・・
ト

〇
牌
出　
　
∞
］
∞
・・
卜
『
・・
ト

Ｏ
Ｐ
〕
　
　
Ｐ
ト
ト
・・
卜
Φ
・・
ト

〇
〕
Ｐ　
　
］
ら
中
・・
∞
⇔　
・
∞

Ξ
ω
側
面
穴

卜
駅

・
謡

・
伽

〇
∞
］
　
　
ω
Ｏ
Ｏ
・・
伽
Φ
・・
伽

〇
∞
〕
　
（］
∞
∞
）
。
（Ｐ∞
）
・
伽

Ｏ
Ｐ
牌　
　
卜
∞
］
・
∞
］
。
い

〇
中
Φ
　
（ω
∞
Ｐ
）
・
牌〇
『
・
ド∞

〇
枷
〕　
　
い∞
ら
・・
∞
卜
・・
∞

〇
学
牌　
　
Ｐ］
∞
。
（卜
］
）
・
］

寓
Ｐ
横
材

（駕
）
。
（駕
じ

・
伽

〇
∞
騨
　
（∞
〇
∞
）
。
（卜
Φ
）
・
『

〇
∞
Ｐ
　
（牌
伽
『
）
。
（牌∞
）
・
釦

ｏ
鵞

（箱
蓋
）
駅
ｏ
・
窓

・
〓

〇
〕
Φ
　
（∞
伽
〇
）
・
卸
牌　・・
伽

Ｏ
Ｐ
〕　
　
∞
枷
牌　
・
］
ω
・・
ト

自
中
穿
孔

］
熊

・
寓

・
］

宮
Φ
穿
孔

（よ
ｅ

・
ぷ

・
∞

８
Φ
穿
孔

（喝
９

・
研

・
∞

自
Φ
穿
孔
　
］
誤

・
駕

・
∞

Ξ
〕
穿
孔
　
］
Ｒ

・
誤

・
ト

概
二
五
十
７
上

概
三

二
十
・６

概
二
七
十
・４
下

郡
三
三
五

邸
三

三
ハ

概
二
四
十
２．
下

京

一
―
二

三
ハ

概
二
人
１
４５
上

邸
三
三
四

邸

一
〇
四

概
二
五
十
５
上

宮
二
十
二
七
九
九

概
二
四
十
６
下

邸
三

三
二

官

一
―
≡

三
ハ

邸
九
二

概
二
五
十
５
下

概
二
四
十
・７
下

概
二
四
十
・８
下

一爪
一
―
上
ハ
一

邸

〓

〓
一

一爪
一
―
上
ハ

京

一
―
上ハ
六

概
二
五
１
１２
上

概
二
七
十
８
下
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∪

卜
『
伽
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∽
∪

卜
氏
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某
所
料
飯
出
用
記

某
所
間
食
米
出
用
記

奉
写

一
切
経
所
日
毎
食
回
案

某
所
不
食
米
記

長
屋
王
家
食
米
用
帳

長
屋
王
家
御
飯
米
間
用
米
出
用
記

考
所
請
飯
文

嶋
史
大
国
月
料
米
申
請
文

某
作
処
帳
内
月
料
米
申
請
文

木
上
御
馬
司
大
伴
鳥
九
月
常
食
米
申
請
文

二
門
常
食
申
告
文

三
門
常
食
申
告
文

御
井
上
門
常
食
申
告
文

北
門
常
食
申
告
文

某
司
北
門
三
門
食
口
記

西
宮
東

一
門
二
門
食
口
記

西
宮
兵
衛
請
飯
文

食
司
西
宮
兵
衛
食
口
状

某
所
食
口
記

某
所
近
衛
等
食
口
歴
名
記

〔史
料
４３
〕

【
史
料
４４
〕

＊

〔史
料
４５
〕

〔史
料
４６
〕

＊

〔史
料
４７
〕

＊

〔史
料
４８
〕

＊

〔史
料
４９
〕

＊

【
史
料
５０
〕

＊

〔史
料
５．
〕

＊

〔
史
料
５２
〕

＊

〔史
料
５３
〕

＊

〔史
料
５４
〕

＊

〔史
料
５５
〕

＊

〔史
料
５６
〕

＊

〔史
料
５７
〕

＊

〔
史
料
５８
〕

＊

〔史
料
５９
〕

＊

〔史
料
６０
〕

＊

〔史
料
６．
〕

〔史
料
６２
〕

二
条
大
路
木
簡

二
条
大
路
木
簡

続
々
修
三
九
上

二
条
大
路
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

長
岡
京
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

長
屋
王
家
木
簡

二
条
大
路
木
簡

二
条
大
路
木
簡

二
条
大
路
木
簡

二
条
大
路
木
簡

二
条
大
路
木
簡

平
城
宮
木
簡

平
城
宮
木
簡

平
城
宮
木
簡

二
条
大
路
木
簡

平
城
宮
木
簡

（
∞
い
］
）

。

（
∞
ω
）

・
ω

］
∞
〇

・・
い
∞

・・
∞

概
二
四
十
‐５

概
≡

一１
１７
下

古

一
七
十
捌
、

貶
―
鯛

概
二
四
十
・５

京

一
十
五
九
六

概
二
七
十
・４
上

岡

一
十
九

概
三

二
十
７
下

邸

一
五
三

概
二
五
十
３０
下

概
二
四
十
・３
下

概
二
四
十
・３
下

概
二
九
１
１７
上

概
二
九
１
１４
上

概
二
四
十
・３
下

宮

一
十
九
七

宮

一
十
九
四

宮

〒
十

一
〇
〇

概
二
四
十
・７
上

宮
三
十
三
五
〇
八

5

9

。
冒
頭
に
＊
を
付
し
た
も
の
は
以
下
に
釈
文
を
掲
載
し
た
。

・
出
典
の
略
称
は
次
の
通
り
。
古
―
大
日
本
古
文
書
、
藤
―
藤
原
官
木
簡
、
宮
―
平
城
宮
木
簡
、
京
―
平
城
京
木
簡
、
概
―
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
、
邸
上
半
城
京
長
屋
王
邸
宅
と
木
筒
、
岡
と
長
岡
京

木
簡
、
選
―
日
本
古
代
木
簡
選
。

・
出
典
の
数
字
は
、
冊
―
頁

（古
）、
冊
―
木
簡
番
号

（藤

・
宮

・
京

・
岡
）、
号
―
頁

・
上
下
段
の
別

（概
）
、
木
簡
番
号

（邸

・
選
）
で
あ
る
。

帳簿と木簡
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〔史
料
１
〕
東
大
寺
写
経
所
法
花
経
疏
奉
請
文

（案
）

。
法
花
経
疏

一
部
十
二
巻
と口蔵
師
者

右
依
飯
高
命
婦
宣
宝
字
元
年
間
八
月
十
日
宣
奉
請
内
裏

・
使
召
継
舎
人
条
女
家
万
呂

判
官
川
内
画
師
　
　
主
典
阿
刀
連

〔史
料
３
〕
経
典
奉
請
文
①
造
東
大
寺
司
奉
請
文

②
龍
蓋
寺
三
綱
牒

③
造
東
大
寺
司
写
経
所
奉
請
文

（案
）

（紙
継
目
）

造
東
寺
司

雑
阿
含
経

一
部
五
十
巻
黄
紙
及
表
緑
緒
朱
軸
紙
峡

納
漆
塗
箱

一
合
　
　
　
鳥
巾

一
条
並
岡
寺

右
、
依
大
徳
宣
、
奉
請
如
前
、

天
平
勝
宝
三
年
二
月
十
二
日

次
官
正
五
位
上
兼
行
大
倭
介
佐
伯
宿
祢

「今
毛
人
」

「勘
納
大
疏
山
口
佐
美
麻
呂
」

「舎
人
弓
削
塩
麻
呂
」

「返
送
如
前
員
、
”
附
舎
人
依
羅
必
登
、
以
牒
、

同
年
七
月
汁
日
少
疏
高
丘
連
比
良
麻
呂
」

〓
．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（紙
継
目
）

龍
蓋
寺
三
綱
牒
上
　
造
東
大
寺
務
所

奉
所
請
経
返
抄
事

右
、
依
当
月

一
日
牒
旨
、
領
納
如
数
、
付
舎
人
田
部
弟
成
返
抄
、
以
状
牒
上
、

天
平
勝
宝
三
年
八
月

一
日
都
維
那
勝
律

知
事
順
道

「弥
勒
経

一
部
三
巻
黄
紙
表
□
紫
縁
井
緒
花
軸

右
、
依
小
僧
都
宣
、
即
奉
請
御
室
如
前
、
使
田
部
乙
成
、

天
平
勝
宝
三
年
七
月
六
日
他
田
」

「返
来
了
」

（紙
継
目
）

〔史
料
４
〕
写
経
司
受
月
食
案
文

（上
略
）

写
経
司
解
　
　
申
月
料
米
用
事

合
受
米
十

一
石

一
斗
七
升
計
欠
米
一斗
一升
七
合

定
米
十

一
石
五
升
三
合

用
米
十
七
石
七
半
二
升
二
合

遺
米
三
石
三
半
三
升

一
合

惣
単
食

一
千
汁

一
人
初鎗
叩
・八雨感廿
唖以
一六雨株針胤秋好聯
一硲抑症矩珊征臥
一升
四合

見
食
日
九
百
四
十
七
人

経
師
四
百
九
十

一
人

装
漬
六
十
七
人

以
上
五
百
五
十
人
人
型

弄
一呑

校
生
百
五
十
七
人
別
一升
四
合
　
舎
人
八
十
七
人
　
女
竪
十
九
人



帳簿と木簡

以
上

一
百
十
六
人
別
八
合
　
火
頭

一
百
十
六
人
型

弄

不
食
口

一
百
八
十
四
人

経
師
八
十
九
人
　
装
潰
廿
人
　
校
生
七
十
五
人

残
醤

一
斗
三
升
六
合
五
勺
　
酢
四
升
四
合
五
夕

海
藻
十
八
連
四
把
　
　
　
塩

一
斗

一
升
四
夕

以
前
、
所
請
米
井
用
遺
物
等
、
具
状
如
前
、
以
解
、

天
平
十

一
年
九
月
二
日
高
屋

「赤
麻
呂
」

小
野
朝
臣

「国
堅
」

（紙
継
目
）

写
経
司
解
　
　
申
請
八
月
食
料
事

合
汁
九
人
難帥
封息
雌縦
麒欲
△
一天
敢
理
畦息

食
料
米
廿

一
餅

一
軒
七
升
　
塩
六
斗
九
合
　
醤
七
斗
三
升
九
合
五
夕

酢
三
斗
八
升
五
合
七
夕

末
醤
四
半
四
升
九
合
五
夕

津
醤
入
斗
九
升
九
合

海
藻
八
十
九
連
九
把

「充
対
」

滑
海
藻
六
十
六
連
七
把

凝
藻
菜
三
斗
三
升
三
合
五
夕
　
芥
子
人
升
九
合
九
夕

経
師
廿
人
米
十
二
石
七
斗
六
升
臥
判
と

仄
口　
　
わ
軸
麟
科
ｈ

装
漬
三
人
米

一
石
九
斗

一
升
四
合
人
別
旦

弄
一
呑
　
　
鍵
鞘
貯
Ｏ
内

校
生
八
人
米
三
石
二
斗
四
升
入
合
人
別
日
一
升
四
合
　
　
絶
韓
噂
彬
内

供
養
所
舎
人
三
人
米
六
斗
九
升
六
合
人
別
日
入
合
塩

一
升
七
合
四
夕
人
別
旦

テ

女
竪

一
人
　
米
二
斗
三
升
二
合
人
別
日
入
合
　
塩
五
合
人
夕
人
別
旦

テ

火
頭
四
人
　
米
二
石
三
斗
二
升
人
別
旦

弄
　
塩
四
升
六
合
四
夕
人
別
日
四
タ

以
前
、
起
八
月

一
日
尽
十
九
日
料
、
所
請
如
前
、
以
解

天
平
十

一
年
七
月
対
日
史
生
小
野
朝
臣

舎
人

「市
原
」
王

（下
略
）

〔史
料
５
〕
奉
写
灌
頂
経
所
食
口
案

（上
略
）

推
譴
獣
鴫
柱
泄
人

政
所
仕
丁

一
人
↑
升
在
　
経
所
食
五
十
人
人
之
中
　
経
師
廿
八
人
は
教
頬
維
　
書
生

四
人
　
装
潰
三
人
紀
上
翔

一　
柔
主
二
人
翻
．を

呑
　
雑
使
八
人
北
以
剖
升一生

一給

夷

一
人
若．
を

呑
　
一履
女

一
人
若一と

仄
口　
一屋
夫
十

一
人
別
一升
エハ合

一人
若
、
干
　
一二
人
若
、
紙
打
紙
打

散
一一顧
撃

紺
採
一一ｊ
呼
“廟
御

充
米
一石
二
斗
″
升
四
合
増汗筋際征之
中
鉄
一升翻合勁到繊
一薪枢料給却鈴立舛

用

一
石

一
升
人
合
離
一人
料
妊
妍
人
合
　
残
二
斗
四
升
六
合
騨
七一
料
紺
針

く
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
道
主

十
二
日
食
口
六
十
四
人

経
汁
四
人
馴
圧
腺
判
拒
∃
合
画
師
四
人
型

弄
装
漬
三
人
型

弄

納
埜

摩

獲
稗

ぉ
人

夷

一
人

仕
丁

一
人

雇
女

一
人
里

型

と

呑

夷
従

一
人
ェハ合
　
一雁
夫
十
二
人
別
一
升
エハ合
　
間
六
升
人
合
珀
舗
畑
緋
一雇
夫
等
料

散
六
十
五
人
之
中
　
経
師
汁
四
人
は
嶽
靡
棘
若
画
師
四
人
仁
王
　
装
演
三
人
般
若

案
主
二
人
　
雑
使
五
人
　
夷

一
人
　
一屋
女

一
人

従

一
人
組
上

雇
夫
十
二
人
　
　
且

歯
麒
級
所
作

四
人
千

〓
天
紙
打
　
仕
丁

一
人
灌
頂
干
　
校
生

一
人
灌
頂
　
　
　
　
　
３



請
米
一石
四
斗
七
升
六
合
静
一瑞
仁料耗紳劫如嫉日一外批妍エハ齢
日鈴日一亜
一覇

加
乗
米
即
受
成

用
一石
一斗
切
升
酢
各
鶏軌料
晒妍
秋姶　
残
三二斗人�
合
艶
一再
咀処
呑

下
道
主
約融】
ツ綱噸塔
ヮ

（下
略
）

〔史
料
６
〕
奉
写

一
切
経
所
食
口
帳

九
月
三
日
下
大
炊
食
口
下

糀
鎌巾掛＝尋鍼
幣
は
試
荘縫
吋
膠
鞘
コ絡

（中
略
）

十
八
日
食
日
合
十
五
人
　
案
主
二
人
別
一升
上ハ合
　
経
師
四
人
別

一
升
六
合

〓
頑
艤
帥
省
　

装

演

二
人

型

弄

　
仝
口
人

五
人

別

一
を

Д
口　

仕

丁

二
人
別

一
升

用
米
二
斗

一
升
六
合

惣
用
米
五
石

一
升
六
合
　
見
下
米
四
石
　
未
下
米

一
石

一
升
六
合
乗
△

耳
四

升
　
十
月
二
日
大
炊
下
米

一
石
付
広
嶋

（下
略
）

〔史
料
７
〕
千
三
百
巻
金
剛
般
若
経
経
師
等
食
米
井
雑
物
納
帳

一
千
三
百
巻
金
剛
般
若
経
々
師
等
食
米
井
物
雑
納
帳

九
月
十
日
収
納
米
参
拾
斜
　
海
藻
百
斤
大
　
め
赫
講
当
略「期
理
斑
脂
若

塩

一
籠
一一耳右
、
依
来
数
、
収
納
已
詑
、

主
典
安
都
宿
祢

「雄
足
」

条
主
佐
伯
里
足

十
五
日
自
宮
請
来
銭
伍
貫
秦
伯
弐
拾
文

右
、
筆
墨
直
料
、
納
如
件
、

収
上

「馬
養
」

（下
略
）

〔史
料
９
〕
某
司
薗
職
進
大
豆
収
納
記

九
月
十
六
日
薗
職
進
大
豆
汁
□

〔史
料
１０
〕
某
所
意
保
御
田
進
上
瓜
収
納
記

・
従
意
保
御
田
進
上
八

一
駄
　
簸
一瓜破
鯖
肘
琺
蝶
十
果

。
合
百
九
十
六
果
丁
□
伎
　
天
平
八
年
七
月
十
五
日
国
足

〔史
料
１４
〕
長
屋
王
家
都
郡
氷
室
進
氷
駄
収
納
帳

六
月
廿
九
日
始
至
関
月
十
二
日
五
駄
　
十
二
日

・
狛
首
多
須
麻
呂

関
六
月
十
五
日
氷

一
駄
□
□
□
万
呂
　
廿
四
日
進

一
駄
　
＝

進
氷
　
　
　
　
十
八
日
進
氷

一
駄
口

　

　

□
　
　
　
右
□
　
　
□
駄

廿
日
進
氷
五
駄
丁
借
馬
連
万
呂
　
□
駄

十
六
日
氷

一
駄
進
多
須
万
呂

＝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
六
日
氷

一
駄
進
狛
多
須
万
呂

ｏ

十
四
日
本
駄
給
銭
日
□
文
受
狛
多
須
万
呂
十
日

一
駄
氷
進
狛
多
須
万
呂

十
六
日
充
給
氷
駄
銭
廿

一
文
受
多
須
万
呂
七
月
二
日

一
駄
多
須
万
呂

四
日
日

　
　
　
　
□
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「氷
置
□
屋
□
口
国
十
月
十
五
日
楚
同
国

〓
一東

〓
一尺

五
百
対
東
□
□
三
尺
束
□
□

口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回
□
百
五
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

〇
以
下
、
天
地

逆
二
書
ス
、

都
耐
氷
進
始
日

七
月
八
日
二
荷

持
人
□
□
少
書
克

日
国
蓬
氷
五
駄

・
ｏ
　
　
　
　
　
　
七
月
□
□

一
駄
火
三
田
次

十
日
□
進

一
駄

日

　
　
Ｈ

人
月
四
日
本

一
駄
□
他
田
万
呂

□
日
氷

一
駄

八
月
六
日
進
氷

一
駄
口
回

八
月
八
日
進
氷

一
駄
日
口

十
日

一
駄

十
二
日
進
氷

一
駄

丁
□
田
主
寸
麻
呂

十
四
日

同
国
人
日
進

＝
　
　
　
　
　
　
□

一
駄
　
　
　
伊

宜

臣

足

嶋

□

日

一
駄

日
回

日
　
　
　
　
□
□
他
田
万
呂
　
十
二
日

一
駄
進

他
田
臣
万
呂
　
人
月
十
日

一
駄
　
十
九
日
進

一
駄

□
□

進
氷

一日
舶
他
田
臣
万
呂
開
昨

回

〔史
料
１６
〕
長
屋
工
家
大
和
国
諸
郡
菓
物
収
納
記

・
藻
上
郡
十
六
斤
山
辺
郡
汁
二
斤
式
下
郡
二
痛

。
右
三
百
汁
八
斤

〔史
料
１８
〕
木
上
司
大
御
飯
米
進
上
文

。
進
上
御
飯
米
三
斗
把
女
　
　
　
　
　
ｏ

。

九
月
十

一
日
秦
広
嶋
　
甥
万
呂
　
ｏ

〔史
料
１９
〕
長
屋
王
家
大
御
飯
米
収
納
井
出
用
帳

国
月
二
日
□

□
月
□
日
進
三
斗

同

　

国

□
進
米
□

□
馬
黒
麻
呂

い
日
進
米
三
日

安
麻
呂

ａ
日

□
万
呂
　
石
角

い
日
進
五
斗

忍
海
安
麻
呂

□升半
鶏蔵
呂

ぉ
一一百
窪
一口

ぉ
四
日
逢
二日

身
豆
女
　
志
□

ぉ
五
日
窪

一斗

ぉ
一ハ日
逢
二斗

ぉ
七
日
進
二日



忍
海
安
万
呂

ぉ
八
日
蓬
一面

十
九
日
進
三
日

黒
万
呂
　
□

い
日
進
六
餅

四
半
曽
女
□

麻
呂
∋
十
三
日
進
三
斗

綱
万
呂
書
吏

い
四
日
進
三
斗
□

ぃ
五
日
進
三
斗
□

い
エハ日
進
一平

い
七
旦
二半

十
八
日
進
三
斗

〔史
料
２０
〕
長
屋
工
家
店
物
直
銭
納
記

「十
二
日
下
□

飯
□
米

一

半
日
□
十
九
日
下

一
餅

依
進
二
斗
□

二
升
　

　

　

」

〔飯
力
〕
　

〔笥
力
〕

・
ｏ

十

一
月
五
日
店
物
　
岨
幼
廿
剛
姐

志
帥熱
噸讐
辟

〔史
料
２５
〕
長
屋
王
家
余
銭
用
帳

。
十
月
八
日
金
直
四
文
知
若

、＝
九
日
春
日
二
文
大
書
克

九
月
廿

一
日
　
嶋
大
国
栗
直
用
余
銭
廿
七

却
春
日
旦
臣
エハ
文

ハ
功

一
文

・

叩
日
釘
直
三
文

　

お
月
三
日
柏
直
二
文

文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
□

ぃ

二
日
薪
直
四
文
　
一
一十
三
日
丈
部
黒
麻
呂
十
文

〔史
料
２６
〕
残
銭
用
帳

。
天
平
八
年
七
月
十
六
日
残
銭
　
□

一
貫

一
百
七
十
九
文
中
鮭
五
隻
直
百
文
使

乙
猪
知
高
典
又
古
鯖
直
五
十
文
使
五
百
嶋
知
熊
毛
十
七
日
遣
網
曳
二
百
文
受
少

進
宣
熊
毛
又
先
用
代
料
五
十
文
高
市
年
□
貢
之
知
熊
毛
十
八
日
智
識
料
四
百
文

知
大
春
大
夫
熊
毛
人
月
九
日
鴨
嗣
羽
百
文
受
宍
人
国
足
又
三
羽
直
七
十
五
文
受

国
足
宣
大
春
日
□
□

・
宣
大
春
日
大
夫

十
二
日
三
百
文
渡
細
女

〔史
料
２７
〕
長
屋
王
家
塩
用
記

十
二
月
五
日
始
用
塩
　
女
竪
給
塩

一
籠
　
一局
市
乳
母
給
二
半
　
受
祢
女

〔史
料
３０
〕
某
所
西
坊
工
梯
充
用
井
返
納
記

西
坊
　
充
玉
細
三
籍

一　
般
牝
智
麻
呂

七
月
廿
四
日

〔史
料
３５
〕
某
所
燈
油
出
用
記

・ｏ脚生判一合文熱翻聯麟牌脚悧能合油鞠部合内螂駒四備〓嚇嘲〕

油

一
升
四
合
　
天
子
大
坐
所
燈
料
　
　
　
　
油
四
合
　
召
女
登
息
所
燈
料

合
六
升
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「此
腿
能
量
者
患
道
者
吾
成
明
公
莫
憑
必
迎
崎
孵
道
」

・
ｏ
七
月
内

〔史
料
４‐
〕
長
屋
工
家
馬
司
帳
内
食
米
出
用
記

・
馬
司
帳
内
甲
斐
四
日
米
四
升
　
ｏ

・
受
勝
麻
呂
十
月
十
四
日
調
軸
　
ｏ

〔史
料
４２
〕
長
屋
王
家
尾
張
清
足
女
食
米
出
用
記

入
月
三
日
始

尾
張
連
清
足
女
米

一
升
　
甥
万
呂
　
ｏ

〔史
料
４５
〕
奉
写
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史
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